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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

各総合支所共通 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

迅速・適切な相談の推進 

     （地域振興課） 

       

 

区民生活のさまざまな悩みご

とや困りごとについて、適切に

対応し諸問題の解決を支援す

る。 

千円 

５５，６６５ 

 

１． 身近な総合支所において「区民相談」「弁護 

士相談」等の各種相談事業を実施するととも

に、関係部署と連携し、区民からの相談に

適切に対応し、諸問題の解決を支援する。 

 

２． 「すぐやる相談窓口」では関係部署と連携

し、地域住民と共に問題の早期解決を図っ

ていく（地域解決力の向上を支援する）。 

 

３．まちづくりセンターにおけるスマートフォン講

座の実施を支援する。 

 

 

 

 

地域広報の推進 

（地域振興課） 

 

区民にタイムリーな地域情報

を、分かりやすく提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

 ２，０００ 

 

１． 区のおしらせ（地域版・毎月25日号）では、

地域の特色を活かし、より地域に密着した情

報を提供する。 

 

２．ホームページ、ＳＮＳ等を活用し、身近な地

域・地区の情報発信の充実を図る。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

各総合支所共通 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

地域コミュニティの促進 

         （地域振興課） 

 

地域コミュニティ促進に向け

たネットワークの強化を図る。 

千円 

２４，５４６ 

 

       

 

１． 各地区の実態を踏まえ、様々なネットワーク

化を図るための活動を行う。より幅広く、総合

的な情報交換の場として地区情報連絡会の

機能強化と発展的な展開を図り、地域コミュ

ニティの取組みにつなげる。 

 

 

２． 総合支所、まちづくりセンターにおいて、地

域経営方針・地区アセスメントを踏まえ、地

区・地域における課題に対応する取組みを

区民や団体の参加と協働により進める。 

※世田谷区実施計画推進状況（令和７年３月）

施策22‐2 

 

 

  

身近なまちづくりの推進 

(地域振興課) 

 

 

「身近なまちづくり推進協議

会」の活動を支援する。 

千円 

 １３，６１６ 

 

 

自主的なまちづくり活動の推進を図るため、 

まちづくりセンター単位の地区住民による「身近

なまちづくり推進協議会」の取組みをさらに進め

るとともに、区民との協働によるまちづくりを促進

し、豊かな地域社会をともに形成していく。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

各総合支所共通 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

ふるさとまつり協賛 

（地域振興課） 

 

地域特性を活かした各種ま

つりや文化活動を支援する。 

千円 

４７，０７１ 

 

   

 

地域特性を活かした各種まつりや文化活動を

支援することにより、各地域における住民の連帯

意識を醸成し、ふれあいの輪を広げるための自

主的なまちづくり活動を促進する。 

（区の側面的な支援） 

（１）広報活動 

（２）場の提供 

（３）区の名義使用 

（４）物品の供与 

（主なまつり） 

【世田谷総合支所】 

世田谷のボロ市、せたがやホタル祭りとサギ草

市、経堂まつり、松陰神社参道商店街秋まつり 

ほか 

【北沢総合支所】 

下北沢音楽祭、きたざわまつり、下北沢演劇

祭、せたがや梅まつり ほか 

【玉川総合支所】 

東深沢桜まつり、桜新町さくらまつり、二子玉川

花みず木フェスティバル、尾山台フェスティバ

ル、新春奥沢地区まつり ほか 

【砧総合支所】 

祖師谷昇進会桜まつり、祖師谷ふるさとフェス

ティバル、成城さくらフェスティバル、船橋ふれ

あいまつり、喜多見地区区民まつり、砧地区緑

化まつり ほか 

【烏山総合支所】 

烏山地域蘆花まつり、自由広場、フィールドフ 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

各総合支所共通 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

 

 

 

ふるさとまつり協賛 

（続き） 

（地域振興課） 

 

 

 ェスティバル、からすやま新年子どもまつりほか 

 

  

区民の防災行動力の向上 

 

（地域振興課） 

 

災害時において区民が主体的

に適切な行動をし、効果的な連

携を図れるよう、防災区民組織

の活動を支援するとともに防災

訓練・防災教室や避難所運営

(体験)訓練等の充実・強化を図

る。 

千円 

８１，０４６ 

 

区民の防災意識の高揚及び防災行動力の

向上 

 

１． 防災区民組織の現状 

 

世田谷 北沢 玉川 砧 烏山 計 

５３ ４８ ４０ ４５ ４２ ２２８ 

 

２． 防災区民組織活動奨励金の交付及び防災

資機材の供与等 

 

３． 防災訓練・防災教室の実施状況 

 

訓練内容 

令和６年度 
令和７年度 

実施予定 
備 考 実施 

回数 

参加 

人数 

地区 

防災訓練 
２０ １１，１５９ ２０ 

まちづくりセ

ンター、地区

等 

防災教室 ５５０ ８３，５７６ ６２０ 
町会、学校・

保育園、マン

ション等 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

各総合支所共通 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区民の防災行動力の向上 

（続き） 

（地域振興課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区民の防災意識をより一層高

めるための普及啓発活動を強

化し、地区防災力の向上を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

４． 地区防災力の向上を図るため、「防災塾」を

実施する。 

令和７年度は、令和６年度に行った地区防

災計画の見直しを踏まえた取組み等を行う

予定である。 

 

地域 
令和６年度 

実施箇所数 

令和７年度 

予定箇所数 

世田谷 ７ ７ 

北 沢 ６ ６ 

玉 川 ７ ７ 

砧 ５ ５ 

烏 山 ３ ３ 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

各総合支所共通 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

地域・地区防災力の向上 

（地域振興課） 

 

住民主体の防災力向上を図る

ため、従前の取組みに加え、各

地域の特性・実情に応じた支所

ごとの取組みにより、在宅避難

の推進、行政拠点の体制強化

等をさらに充実させ、災害対応

力の強化を図る。 

千円 

１３９，６９４ 

 

１．在宅避難（マンション防災）の推進 

集合住宅居住者へ防災資機材を供与し、

防災意識の向上及び共助の醸成を図るととも

に、集合住宅における防災区民組織の新規

結成を促進する。 

防災区民組織や震災対策用井戸への助

成を強化し自助・共助への支援を図る。 

マンション防災啓発イベントを実施するとと

もに、各地域において、リーフレット等の作

成・配布や講演会の実施等により、在宅避難

の周知啓発を一層推進し、震災への備えと、

適切な避難行動の浸透を図る。 

※令和７年度当初予算概要 No.１7 

 

２．行政拠点の体制強化 

   発災時の活動拠点となる各総合支所の非

常用電源の確保や、拠点隊の備蓄物資の強

化・蓄電池等の配備により、災害時の確実な

拠点機能の確保を図る。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

各総合支所共通 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

地域の絆連携活性化事業 

（地域振興課） 

 

町会、自治会等の地縁団体

と公益的活動を行う団体の連携

による地域の活性化への自主

的取組みを支援する。 

千円 

２５，２９５ 

 

１．地域の絆連携活性化補助金を交付すること

により、地域の活性化に取り組む自主的な

事業を支援する。 

 

２．地域活動団体の交流会を開催し、団体の活

動の発表や互いの情報・意見の交換等を通

して地域のネットワークづくりを支援する。 

 

３． 地域活動団体の活動や運営についての相

談を専門相談窓口に繋げ、より事業を効果

的に実施できるよう支援する。 

 

４． 実績 

 
 R6交付件数 

世田谷 ３３ 

北沢 ２３ 

玉川 ３８ 

砧 ２１ 

烏山 １４ 

 

 

 

 

9 



 

 

令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

世田谷総合支所 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

「よろず相談会」及び 

「合同相談会」の開催 

（地域振興課） 

 

区民の様々な相談に応じる

ために「よろず相談会」及び「合

同相談会」を開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

   ５６９ 

 

 

１． 不動産の登記、相続、成年後見等に関する

相談に対応するため、土地家屋調査士、司

法書士、行政書士が一堂に会する「よろず

相談会」を開催する。 

※居住支援課主催「住まい・まち学習セミ

ナー及び不動産無料相談会」との同時

開催事業。 

実施日： 

第１回：７月４日（金）１３：３０～１６：００ 

      三茶しゃれなあどホール 

第２回：１１月１５日（土）１３：３０～１６：００ 

      玉川区民会館 

 

２． 区民の多岐にわたる相談や困りごとに対応

するため、弁護士、税理士、司法書士、行政

書士、土地家屋調査士、社会保険労務士が

一堂に会する「合同相談会」を開催する。 

実施日： 

 第１回：５月１７日（日）１３：３０～１６：１５ 

      三茶しゃれなあどホール 

 第２回：１０月１３日（月祝）１３：３０～１６：１５ 

      世田谷区民会館 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

世田谷総合支所 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算  事務事業の内容及び手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世田谷地域「地域交流ラボ」 

（地域振興課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 世田谷地域「地域交流ラボ」

の活動を通じて、大学と地域

住民をマッチングすることで新

たな交流を創出し、大学と地

域の連携を深め、継続的な相

互交流を目指す契機とする。 

 

 

 

千円 

４，３３３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 世田谷地域「地域交流ラボ」は、世田谷総合

支所管内に立地する５つの大学の学生による

地域活性化を目的とした事業である。 

 「町会・自治会等のまちづくり活動」をテーマと

して、地域住民との交流やまちづくり現場での

体験を行いながら、参加者である大学生が地

域の抱える課題について調査研究し、地域住

民等に発表する。 

 

 

 

 

新規 

 

経堂まちづくりセンター・経

堂出張所の移転及び経堂地

区会館との複合化 

（地域振興課） 

（区民課） 

（保健福祉政策部     

生活福祉課） 

（高齢福祉部        

介護予防・地域支援課） 

 

 

基本構想を策定する。 

千円 

１４，４２３ 

 

 

経堂まちづくりセンター・経堂出張所の移

転及び経堂地区会館との複合化に係る基本

構想を策定する。 

（今後の予定） 

令和７年度   基本構想策定支援事業者選定 

令和７～９年度 基本構想、基本設計・実施設

計 

令和９年度以降 解体工事・建築工事 

令和１１年度以降 施設開設 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

 北沢総合支所  

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

せたがや梅まつりの開催に

向けた支援 

(地域振興課) 

 

 

 

 

 

「せたがや梅まつり」につ

いて、地域を代表するイベン

トとして、区民の貴重な財産

である羽根木公園の梅林や地

域に伝わる伝統的な催し等、

北沢地域の魅力を区内外に発

信し、地域の活性化と地域コ

ミュニティの形成に繋げる。 

千円 

２７，８９２  

 

実行委員会を構成する商店街、町会自治会

等の地域団体主体による事業開催への支援

を通じて、区民主体・区民参加による地域活

動の促進、地域住民相互の連帯意識の醸成に

繋げる。 

   

※事業内容の詳細については、実行委員会

において決定する。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

玉川総合支所 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

奥沢センタービル・三敬ビ

ルの耐震化等の取り組み 

（地域施設整備担当） 

（地域振興課） 

（子ども・若者部児童課） 

（生涯学習部中央図書館） 

 

奥沢センタービル・三敬ビ

ル管理組合における平成28年

11月及び令和5年12月の総会

決議を踏まえ、早期に耐震補

強工事及び外部劣化工事に着

手できるよう、他の区分所有

者と協力しながら取り組みを

進める。 

併せて、従来と同程度の広

さとなる奥沢駅北側に民間事

業者が新築を予定している建

物への移転に向けて、地元の

意見を伺いながら、内装設計

を進めていく。 

千円 

６，９０１ 

 

 

 

 

 

 

１６，５１８ 

管理組合において区が理事長となり、耐震

診断と外部劣化調査の実施、耐震補強設計等

を推進し、平成２８年１１月に工事実施を総

会で決議し、翌年５月に工事業者と契約を締

結したが、修繕積立金の未納等があり、契約

解除となった。 

このため、引き続き修繕積立金の確保など

他の区分所有者と協力しながら工事着手に向

け調整する。 

奥沢区民センターの再仮移転先は、奥沢駅

北側に民間事業者が新築を予定している建物

となる。建物が完成する令和９年４月の移転、

運営開始に向けた内装設計を開始する。 

 

（参考） 

奥沢センタービル・三敬ビル 

・奥沢三丁目４６番８号 

・昭和４７年竣工 

・区の区分所有床面積 １,８８９㎡ 

 （区民センター 約７３４㎡） 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

砧総合支所 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

世田谷区たまがわ花火大会 

の開催 

（地域振興課） 

 

来場者の安全確保を最重要

課題とした運営を目指し、多摩

川の環境美化に努めることによ

り、区民に多摩川の水辺に親し

んでもらい、花火大会を通じて

「ふるさと」意識の醸成と「区民

相互の絆」を深める。 

    千円 

２３３，８４５ 

 

区民の絆を深め、世田谷区の魅力を再認識

できる花火大会を目指す。 

来場者の安全確保を最重要課題とし、天候

の急変等による有事の際の危機管理体制及び

警備・警戒態勢、観客誘導導線計画等につい

て、警察・消防からの指導をもとに万全な事故

防止対策を構築する。 

 

川崎市と世田谷区との連携・協力に関する包

括協定に基づく取り組みを継続するため、川崎

市と合同開催とする。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

烏山総合支所 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

第１３回烏山地域蘆花まつり

の開催 

（地域振興課） 

 

令和６年度に引き続き、都立

蘆花恒春園で開催し、「蘆花の

時代からの古き良き伝統を継承

しながら、未来を展望した新し

いまち、明るくふれあいのあるま

ち」の創出をモットーに開催し、

地域活性化や地域コミュニティ

の形成に繋げる。 

 

 

千円 

１２，０３０ 

 

町会・自治会や商店街等で構成された実行委

員会と共催で開催する。地域で活動している団

体を中心に参画してもらうことで、まつりを通じ、

活気ある地域づくり及び地域全体での連帯意識

の醸成に繋げる。 

 

※詳細は実行委員会で決定する。  

  

総合支所等の災害時の行政

拠点の強化 

（地域振興課） 

 

烏山総合支所庁舎の非常用発

電設備の増強を行い、災害時

に防災拠点となる地域本部の

機能を強化する。 

 

千円 

９７，６８８ 

 

 

災害時に災対烏山地域本部を設置する烏山

総合支所庁舎にガス発電機を設置することによ

り、非常用電源設備の増強を行う。 

令和６年度に実施した設置設計を基に工事を

行い、ガス発電機を新設する。 

 

 

新規 

 

在宅避難の推進 

（地域振興課） 

 

烏山地区防災塾と連携し、烏山

区民センター及びセンター前広

場で在宅避難の啓発イベントを

実施する。 

千円 

５，９８３ 

 

 

日ごろ防災に関心が薄い区民（主にファミリー

層）に対し、イベントを通じて、震災時における在

宅避難の啓発を行い、烏山地域全体の防災意

識の向上を図る。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

烏山総合支所 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

上祖師谷まちづくりセンター

の移転 

（地域振興課） 

（保健福祉政策部     

生活福祉課） 

（高齢福祉部        

介護予防・地域支援課） 

 

上祖師谷まちづくりセンターの

移転に伴う基本設計を行う。 

 

千円 

１２，８７０ 

 

 令和６年度に土地を取得し、基本構想を取り

まとめた。 

 引き続き、今年度は基本設計及び実施設計

に取り組む。 

 

移転先 

 上祖師谷 1丁目１６番 

 

今後のスケジュール（予定） 

 令和７、８年度…基本設計及び実施設計 

         （１６か月間予定） 

 令和９、１０年度…建設工事 

         （１５か月間予定） 

 令和１０年度…施設開設 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

多様な支援による市民活動

の促進 

（市民活動推進課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な支援による市民活動

の促進のため、ＮＰＯ等による

課題解決事業等への支援、団

体の運営基盤の安定化や組織

基盤を強化するための相談等

により支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

１１，８０４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    

１．市民活動支援事業（せたチャレ！） 

（１）団体や企業等による地域課題や社会的

課題の解決を目的とした「課題解決事業」

を新設する。「ふるさと納税を活用したクラ

ウドファンディング」の機会を提供し、自主

財源を確保しながら、区民からの理解や

共感を得られるよう支援する。 

（２）ＮＰＯ等と区担当課が協働して事業を実

施する｢提案型協働事業｣は、現実施事

業を対象に支援する。 

２．市民活動・NPO相談事業 

団体の運営基盤の安定化や、組織基

盤の強化を図り、市民活動・ＮＰＯ等を支

援する。 

３．協働研修（研修担当課共催） 

協働に関する職員研修の実施により、

協働に必要な視点と視野を身に付け、意

識を高めることで、多様な市民活動を支援

する。 

４．せたがや学生ボランティアネットワーク 

市民活動に関心のある大学生の団体等

に、市民活動団体の紹介やボランティア情

報等を提供し、大学生が地域とつながり活

動できるよう支援する。 

 

※令和７年度当初予算概要 No.32 

※世田谷区実施計画推進状況（令和7年3月）

施策22-1 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

 

 

 

新しい本庁舎等における区

民利用・交流拠点施設の事

業運営に関する検討及び開

設に向けた準備 

（市民活動推進課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「区民自治と協働・交流の拠点と

しての庁舎」を実現するため、区

民利用・交流拠点施設の効果的

な事業運営に向け、具体的な検

討や、運営事業者の選定等の準

備を進める。 

 

 

千円 

４，９９６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 区民利用・交流拠点施設に係る「運営基本計

画」「事業運営実施計画」に基づき具体的な検

討を進め、以下のとおり区民利用・交流拠点施

設の開設・事業開始に向けて準備を進める。 

 

１．効果的な事業運営に向けた検討 

 区民利用・交流拠点施設の事業運営におけ

る情報や課題を関係者が共有し、改善策を話し

合う場とする（仮称）事業運営委員会の前身とし

て令和６年１２月に設置した事業運営委員会準

備会を中心に、（仮称）事業運営委員会設立準

備や、利用ルール、スペースごとの活用、備品

等の検討を進める。 

 

２．運営事業者の選定（区民交流スペース等） 

 令和８年１０月以降の施設開設に向けて、施

設の事業運営を委託する事業者選定（公募型

プロポーザル）を実施する。 

 

３．団体間の交流促進 

 市民活動支援事業（せたチャレ！）ＰＲイベン

トに参加した団体同士の交流の機会を創出す

る。 

 

※世田谷区実施計画推進状況（令和7年3月）

施策22-1 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者の地域参加促進 

（市民活動推進課） 

 

 

１． 高齢者の社会的孤立の防止

や健康寿命の延伸などのた

め、主に身近な地域での「居

場所づくり」「健康づくり」「地

域参加・地域貢献」「知と学

び」等の取り組みを進め、高

齢者の社会参加の機会の拡

充を図る。 

２． 高齢者の多様な年代や嗜好

に着目し、身近な地域の中

でいきいきと過ごすための支

援を行う。 

  

 

千円 

２４，８１４ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「居場所づくり」プロジェクト 

（１）高齢者の新たな居場所づくり 

「千歳温水プール健康運動室」および「ひ

だまり友遊会館」「代田地区会館」「寺町通り

区民集会所」において、気軽に立ち寄れる

場づくりを推進する。また、令和８年度に玉

川地域に新設が計画されている高齢者の

居場所事業について、準備を進める。 

（２）居場所についての情報誌発行 

 

２．「健康づくり」プロジェクト 

（１）高齢者の団体活動時の健康づくりの定着

支援 

高齢者クラブに、保健センター運動指導

員を定期的に派遣し運動習慣につなげ

る。 

（２）大学と連携した地域交流事業の実施 

大学の教授による講義や生徒による身体

機能測定を実施し、高齢者の健康への関

心を高めるとともに学生と高齢者の交流を

図る。 

（３）高齢者の健康づくりチャレンジ支援 

  体力の維持や向上を目的とした身体活動

に消極的な高齢者を対象に個々人に合わ

せた運動の提供と定着支援及び参加者間

の交流を図り、心身の健康の向上を促す。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

高齢者の地域参加促進 

（続き） 

（市民活動推進課） 

 

 

 

    

 

 

３．「地域参加・地域貢献」プロジェクト 

（１）高齢者の地域活動団体による地域貢献

活動等への支援 

高齢者の地域貢献活動や高齢者の居場所

事業に取り組む団体への支援を図ることで、

高齢者が地域社会とのつながりを持ち、長年

培った豊かな知識、経験等を活かし活躍でき

る機会の拡充を図る。 

 

４．「知と学び」プロジェクト 

（１）代田地区会館における講座の提供 

通年講座に加え、手軽に参加しやすい短期

間コースを実施する。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  
文化・芸術の振興   

（文化･国際課） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「世田谷区文化及び芸術の

振興に関する条例」に基づき、

区民が身近な場所で文化・芸

術にふれることができる機会を

充実するとともに、「世田谷区第

４期文化・芸術振興計画」に示

した将来像「誰もが文化・芸術を

楽しめるまち 世田谷」の実現

に向け、文化・芸術振興施策を

推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円 
 １４８，０４５ 

 
「世田谷区第４期文化・芸術振興計画」で掲

げた将来像の実現に向け、基本目標の達成に
繋がる４つの「取組みの方向性」に基づき、取
組みを進める。 

 
１ 「世田谷区第４期文化・芸術振興計画」に基
づく事業 

（１）取組みの方向性１「触れる」 
①「（仮称）文化・芸術ポータルサイト」の開設 
区ホームページ内に、文化・芸術に関する情

報を一元的に集約・発信するポータルサイトを
構築し、開設する。 
 
②区施設における美術品の展示 
本庁舎やまちづくりセンター、公園等の身近

な場所で彫刻・絵画等を展示する。 
 

（２）取組みの方向性２「楽しむ」 
①世田谷区民会館での文化・芸術イベントの実
施 
区民利用・交流拠点施設を活用した音楽イ

ベント・ミニコンサート等を実施する。 
②文化・芸術活動団体交流事業 
地域で活動している文化・芸術活動団体間

の交流機会の創出のため、コラボレーションイ
ベント等の試行実施に向け、交流会を実施す
る。 

 
（３）取組みの方向性３「創る」 
①地域文化芸術振興事業補助金事業 
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文化・芸術の振興 
（続き） 
（文化･国際課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちの賑わいや魅力づくりを目的とした事業
に対する補助金交付事業を実施する。 
②（仮称）世田谷アーティストバンク 
区内で活動するアーティストを公募・登録し、

区や商店街が主催するイベントへの派遣や活
動場所の提供を行う制度のしくみを継続検討
し、募集を開始する。 
 
（４）取組みの方向性４「繋がる」 
①文化・芸術施設の計画的な改修と美術品・文
学資料の保存・収集・活用・継承 
区立文化・芸術施設について、計画的な施

設改修を進める。また、収集した美術品・文学
資料を適切に保存するため、収蔵庫の整備等
を進める。 

 
 

２ 世田谷区民会館事業運営 
（1）音楽事業アドバイザー会議 
 世田谷ならではの多彩な音楽事業の展開に
向け専門的な助言を受ける。 
（第３回 ７月３０日、第４回 １０月～11月予定） 
 
（２）ラウンジ活用 

①ラウンジコンサート 

せたがや文化財団事業部への業務委託によ

るイベントの実施 

（５月8日、７月１１日、９月11日、１１月５日、1

月８日、２月５日 予定） 

 

②ラウンジカフェ 

音楽事業実施時に、松陰神社前商店街、世

田谷商店街（予定）の協力により飲食物の提

供を実施。（年８回） 
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※世田谷区実施計画推進状況（令和7年3月）
施策16-1・16-2 

※新たな行政経営への移行実現プラン（令和7
年3月）項目1-12 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

文化施設の運営 

 （文化・国際課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

世田谷区における文化振興

の中心となる文化施設におい

て、区民が良質な文化・芸術に

触れる機会を提供するとともに、

区民の多様な文化活動を支援

する。また、文化事業を幅広く

展開し、地域文化の振興と心豊

かな地域社会の形成を進める。 

千円 

３，０５３，３８９ 

 

文化施設の維持管理、運営について公益財

団法人せたがや文化財団に指定管理委託を行

うとともに、財団の専門性を活かしながら、生活

デザイン、演劇、美術、文学、音楽などの事業を

連携・協働して進める。 

 

＜せたがや文化財団事業＞ 

１．世田谷文化生活情報センター 

創造的な文化施設として、日本文化や国

際文化交流、幅広い分野とのコラボレーショ

ンを重視した公演、展示、教育普及など様々

な事業を展開する。 

 

（１）生活工房 

「PART OF THE ANIMAL－動物と人間の

あいだ－」、ワークショップ・講座「日常を見限

らないvol.5『味覚』のワークショップ」、「子ども

ワークショップ」のほか22事業 

 

（２）世田谷パブリックシアター 

芸術監督企画「シッダールタ」、せたがや

アートファーム「せたがや夏いちらくご」、コミ

ュニティプログラム「演劇ワークショップ」、世

田谷アートタウン2025「三茶de大道芸」のほ

か34事業 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

文化施設の運営 
（続き） 

（文化･国際課） 
 

   

 （３）音楽事業部 

「室内楽シリーズ」「シリーズ和・華・調」「台

湾高雄市交流演奏会」「せたがや音楽研究

所」「せたがやジュニアオーケストラオータム

コンサート」「ミュージック・ラウンジ」「世田谷

区民会館ラウンジ・コンサート」のほか20事業 

 

（４）国際事業部 

せたがや国際交流センターにおいて、外

国人居住者に向けた行政・地域情報の提

供、区民や国際交流等を行う団体の連携の

促進、国際交流・異文化理解を深めるイベ

ント、講座等を実施する。 

「外国人のための日本語教室」「せたがや

日本語サポーター講座」を実施する。 

 

 

２．世田谷美術館 

多彩な企画展や収蔵品を活用したコレク

ション展、教育普及事業プログラムの実施な

ど多角的に事業を展開する。 

 

企画展「横尾 忠則 連画の河」、教育普及事

業「美術鑑賞教室」のほか11事業 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

文化施設の運営 
（続き） 

（文化･国際課） 
 

   
３．世田谷文学館 

多様な日本文化の魅力を発信する企画展

や世田谷ゆかりの文学者、文学作品の関連

資料を展示するコレクション展のほか、出張

展示の実施など、多彩なプログラムを展開す

る。 

 

企画展「史郎正宗の世界展～『攻殻機動隊』

と創造の軌跡～」、地域連携事業「どこでも文

学館（出張展示・ワークショップ）」のほか8事

業 

 

＜世田谷区民会館運営＞ 

１. 貸館・予約システム・キャッシュレス決済の

導入 

世田谷区民会館は、区が世田谷サービ

ス公社に維持管理運営を委託して運営して

いる。 

予約について、令和７年４月から今までの

申込方法（メール・電話・FAX）に加えて

WEB予約を開始した。 

併せて、４月からキャッシュレス決済を導

入し、クレジットカード等での支払いが

WEB・窓口の両方で可能となった。 

 

２.指定管理者制度の導入 

 令和９年４月の指定管理者制度導入に向

け、条例改正及び選定委員会を開催する。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

国際交流の推進 

（文化・国際課） 

 

姉妹都市をはじめとする海外

諸国・諸都市との交流や、地域

における国際交流など、多様な

国際交流を通じ、多文化理解・

多文化共生に活かすとともに、

交流がもたらす人や物のつなが

りを、地域の活力に結び付ける。 

 

 

 

 

 

千円 

４６，７９０ 

 

１．姉妹都市等との交流 

（１）オーストラリア バンバリー市との交流 

①マラソン交流 

・バンバリーマラソンへの区民ランナーの 

オンライン参加（4月） 

（区民ランナーの走行記録データをバン

バリー市へ送付） 

・世田谷２４６ハーフマラソンへのバンバリーラ

ンナーの参加受入（11月） 

②小学生親善訪問団受入 （9月） 
③写真展交流（3月） 
 

（２）カナダ ウィニペグ市との交流（姉妹都市

提携55周年） 

①区長親善訪問（10月） 

・姉妹都市提携再確認調印式等の実施 

※周年に伴うウィニペグ市長の世田谷区

訪問については未定 

②周年イベントの実施（せたがや国際交流

センターとの共催 等） 

 

（３）台湾 高雄市との交流 

・音楽交流（7月） 

・文化交流に関する覚書の更新（3月） 

 

 （４）アメリカ合衆国 ポートランド市との交流 

  ・同市マウントテイバー中学校訪問団区長

表敬（4月）  
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  
多文化共生の推進 

（文化・国際課） 
 

 
「世田谷区第二次多文化共

生プラン」に基づき、在住外国

人の支援や、多様な文化を受

け入れるイベント等の開催を通

じ、国籍を問わず誰もが暮らし

やすい多文化共生社会の構築

に取り組む。 

千円 
   ２６，５６５ 

 

１．「世田谷区多様性を認め合い男女共同参

画と多文化共生を推進する条例」に基づく

審議会等 

（１）世田谷区男女共同参画・多文化共生推

進審議会、多文化共生推進部会の運営 

 

２．「世田谷区第二次多文化共生プラン」に基

づく取組み 

（１）誰もが安心して暮らせるまちの実現 

①生活情報冊子（ライフ・イン・セタガヤ等）

の発行 

・英語・中国語・韓国語の３言語に翻訳

した生活便利帳等を区内に転入する外

国人等に配付 

②外国人のためのリレー専門家相談会の

実施（７月１２日） 

③外国人向け防災教室の実施 

・区内日本語支援ボランティア団体と協

働により団体の活動拠点にて実施 

④タブレット端末による通訳サービス等の

活用促進 

⑤「やさしい日本語」職員研修の実施 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  
多文化共生の推進 
（続き） 

（文化・国際課） 

   
（２）地域社会における活躍の推進 

①せたがや国際メッセの実施 

②在住外国人による意見交換会の実施 

（３）多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解

消 

①せたがや国際メッセの実施［再掲］ 

②国際平和交流基金助成事業の実施 

   ・予算の範囲で、１事業につき２０万円の助成

を限度 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  
多文化共生の推進 
（続き） 

（文化・国際課） 

  ３．せたがや文化財団国際事業部との連携

による国際施策の充実 

（１）外国人向けの行政情報、生活・文化情

報、地域情報の提供及び発信 

  「せたがや国際交流センター」との連携 

（２）外国人支援や国際交流活動に参加を希

望する区民、団体等の活躍の場と機会の

創出 

  「外国人のための日本語教室の実施」、

「せたがや日本語サポーター講座（初級）

（中級）の実施」、「多文化理解講座の実

施」、「外国人向けまち歩きツアーの実

施」、「にほんご交流会の実施」等 

（３）区民や国際交流等を行う団体の連携の

促進及びネットワーク構築 

「せたがや国際メッセの実施」［再掲］ 

 

※世田谷区実施計画推進状況（令和７年

３月）施策21₋4 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

ホストタウン交流・連携事

業 

（文化・国際課） 

（スポーツ推進部スポーツ

推進課） 

 

 

アメリカ合衆国のホストタ

ウンとしての取組みを継続す

る。 

千円 

２，１０８ 

     

１．ホストタウン交流事業 

東京2020大会のレガシーである「共生の 

まち世田谷」の実現を目指すため、ホスト 

タウン・共生社会ホストタウンの取組みを 

庁内で連携しつつ継続していく。また、様々 

な機会を捉え、ホストタウンロゴマークの 

活用、事業者との協力による情報発信を通 

じて、世田谷区がアメリカ合衆国のホスト 

タウンであることを周知するとともに、多 

文化や多様性への理解を促進する。 

 

（１）ホストタウンコンサートの実施 

（２）第47回世田谷区たまがわ花火大会等 

イベント事業への米国大使館関係者の 

招待 

（３）せたがや国際交流センター等での啓発 

グッズの配布 

 

 

２．ホストタウン・共生社会ホストタウン連 

絡会 

ホストタウン・共生社会ホストタウン事

業の関係所管の調整等を円滑に行うため、

連絡会を開催し、庁内連携を図る。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

ホストタウン交流・連携事

業 

（続き） 

（文化・国際課） 

（スポーツ推進部スポーツ

推進課） 

 

 

 東京2020大会のレガシーと

して、パラスポーツの推進に

更に取り組み、スポーツ・レ

クリエーションを通じた共生

社会の実現を目指す。 

千円 

３，３１３ 

 

１．パラスポーツの推進 

東京2020大会の開催をレガシーとして、 

パラスポーツの推進に更に取り組み、障害

のある人がスポーツに参加する機会の拡

充と、スポーツを通じた障害のない人との

交流の促進を図り、スポーツ・レクリエー

ションを通じた共生社会の実現を目指す。 

 

 

（１）世田谷deボッチャの実施 

   希望丘地域体育館を定期的に開放し、

区民が気軽にボッチャの練習や、ボッチ

ャを通じた利用者同士の交流ができる

機会を設ける。 

  会場：希望丘地域体育館 

  期間：令和７年５月～令和８年３月 

     第３週・年末年始を除く毎週火曜

日 

  内容：①ボッチャを通じた利用者同士の

交流②初心者向けの体験③自由練

習 
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 令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

ホストタウン交流・連携事

業 

(続き) 

(文化・国際課) 

（スポーツ推進部スポーツ

推進課） 

 

 

 

  

（２）パラスポーツ大会の誘致・開催 

   （仮称）知的障がい者パラ陸上記録会・

教室を日本パラ陸上競技連盟と共催で開

催し、障害のある方がスポーツを始める

きっかけづくりと障害理解を深める機会

を創出する。 

   

 

（３）パラスポーツ用具貸出事業 

地域団体等がパラスポーツを実施する 

ために必要な用具の貸出事業を行い、身 

近な地域におけるパラスポーツの普及を 

促進する。 

 

〇ボッチャ 

(ボッチャボールセット、八角的など) 

〇ブラインドサッカー 

(ボール、ヘッドギア、アイシェード) 

〇フライングディスク 

(ディスゲッター、アキュラシー) 

〇ペガーボール 

(ペガーボールセット) など 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

ホストタウン交流・連携事

業 

(続き) 

(文化・国際課) 

（スポーツ推進部スポーツ

推進課） 

 

 

東京2020大会レガシーを創

出・活用した、区民のスポー

ツ参加意欲の向上 

 

千円 

９，６４３ 

１．アメリカをはじめとしたアスリートとの

交流事業 

（１）アメリカ陸上連盟によるトレーニング

キャンプの実施 

東京２０２５世界陸上開催に伴い、ア

メリカ陸上連盟のトレーニングキャンプ

の受入れを行う。またアメリカ陸上選手

と区民の交流事業の実施に向け、調整を

行う。 

日程：令和7年9月2日(火)～20日(土) 

会場：総合運動場陸上競技場 ほか 

 

（２）アスリート派遣事業 

   区立小学校・中学校・幼稚園へオリン

ピアン・パラリンピアンをはじめとした

アスリートを派遣し子ども達との交流を

行う。今年度は25校・園で実施する。 

 

（３）ＵＳＯＰＣと区民との交流事業 

ＵＳＯＰＣと調整し、アメリカ選手と

の交流事業の実施に向け取り組む。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

人権施策の推進 

(人権・男女共同参画課) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的人権を尊重し、すべて

の人が多様な価値観や生き方

を尊重し合える社会の実現に向

けた啓発に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

３，９０４ 

 

１．人権啓発の推進 

（１）人権啓発推進事業 

①区のおしらせによる啓発、掲示幕設置（１２

月人権週間）、啓発物配付 

②人権週間記念事業「講演と映画のつどい」

の実施（教育委員会との共催）（１２月） 

③区民まつり等での人権啓発活動 

（２）庁内への啓発・連携 

①人権研修 

（全職員対象・２月予定） 

  ②性的マイノリティ理解促進研修 

（全職員対象・１２月予定） 

 

２．人権施策の推進・当事者支援 

（１）性的マイノリティ支援 

①パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受付 

②セクシュアル・マイノリティのための電話相

談（月４回）、交流スペース（月１回）（男女

共同参画センター） 

（２）パートナーシップ宣誓１０周年記念リレーイ

ベントの実施 

①「東京レインボープライド」への出店 

世田谷区の取組みについて広く周知す 

るとともに、様々な自治体や団体等と情報

交換を図る。 

②１０周年記念リーフレットの発行 

③事業者向けリーフレットの発行 

④既存リーフレット「性の多様性を知ろう」を
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刷新して発行する。 

⑤全庁をあげての周知啓発 

レインボーフラッグ設置やポスター掲示 

⑥総合支所や区民利用施設におけるパネ

ル展示 

⑦男女共同参画センターらぷらすと連携し

た事業の実施 

  ア）「せたがやにじいろひろば」 

パートナーシップ宣誓にちなんだ特

別企画を実施する。 

  イ）「セクシュアル・マイノリティフォーラ

ム拡大版」 

ゲスト：ロバート キャンベル氏（予定） 

日時：１０月１９日（日）午後 

会場：北沢タウンホール  

  ウ）特別企画展 

らぷらすのＬＧＢＴＱ理解促進事業や

パートナーシップ・ファミリーシップ宣

誓に関連した企画展を開催する。 

⑧民間事業者への働きかけや教育委員会等

との連携を行い、ＬＧＢＴＱの理解促進に取

り組む。 

 

３．人権擁護委員活動支援等 

（  （１）人権擁護相談の実施（事前予約制） 

（５総合支所で月各1回） 

（２）人権の花（４小学校）、人権作文（２中学校）

を通じた小中学生啓発活動支援 

（３）「こどもたちの人権メッセージ発表会」の開

催 

  日時：９月２０日（土）午後 

会場：玉川区民会館 

区内３小学校及び東京２３区と島しょの
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小学４年生から６年生による人権メッセ

ージ発表会活動支援 

（４）東京都人権擁護委員連合会、東京人権擁

護委員協議会、東京都人権啓発活動ネット

ワーク協議会、世田谷地区人権擁護委員

会の運営への支援（各会について区の事

務局的機能（委員への会議開催等の通知

発送、会議の準備や運営補助）） 

 （５）人権擁護委員候補者の推薦（推薦母体  

    団体（法曹会、保護司会、２医師会、社 

    協）に推薦依頼し、被推薦者を議会に諮 

    問し、法務大臣に推薦）   

 

※令和７年度当初予算概要 No.34 

※世田谷区実施計画推進状況（令和7年3月）

施策21-1 

37 

https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/6187/r7tousyoyosangaiyou.pdf#page=51
https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/11010/suisinjoukyou.pdf#page=153


 

 

令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

 

 

 

犯罪被害者等支援 

(人権・男女共同参画課) 

 

 

 令和７年４月に施行した世田

谷区犯罪被害者等支援条例及

び世田谷区犯罪被害者等支援

等基金条例について、条例に基

づき支援や普及啓発を推進す

る。 

千円 

１２，５１４ 

 

１． 世田谷区犯罪被害者等支援条例及び運

用方針に基づく取組み 

 （１）学校や教育活動を通じた普及啓発とし

て、小学生向け、中学生向けの二次被害

を防ぐためのリーフレットを作成する。 

 （２）犯罪被害者等への理解と支援の必要性

などを啓発するため、事業者向けリーフ

レットを作成する。 

（３）相談員の育成 

   東京都や被害者支援都民センター等が

実施している各種研修へ参加し、相談員

のスキルアップを図る。 

 

２．世田谷区犯罪被害者等支援等基金条例

に関する取組み 

（１）区民まつりや梅まつりなどで寄附につ

いて周知する。 

（２）犯罪被害者週間にちなみ、クラウドファ

ンディングを行う。 

 

※令和７年度当初予算概要 No.35 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

男女共同参画の推進 

(人権・男女共同参画課) 

 

 

「一人ひとりの人権が尊重さ

れ、自らの意思に基づき、個性

と能力を十分に発揮できる、男

女共同参画社会の実現」をめざ

し「世田谷区多様性を認め合い

男女共同参画と多文化共生を

推進する条例」及び「世田谷区

第二次男女共同参画プラン後

期計画｣に基づく取組みを推進

する。 

 

 

千円 

１７１，８３０ 

 

１．男女共同参画推進の取組み 

（１）「世田谷区多様性を認め合い男女共同参

画と多文化共生を推進する条例」に基づく

審議会、苦情処理等 

①世田谷区男女共同参画・多文化共生推進

審議会、男女共同参画推進部会の運営 

②苦情、意見、相談の受付・処理 

③世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情

処理委員会の運営 

④区内企業の男女共同参画に関する意識・

実態調査の実施 

⑤第三次男女共同参画プラン策定に向けた

検討 

（２）男女共同参画センター｢らぷらす｣の運営 

①誰もが利用しやすい空間の創出 

②各種講座の実施（出前講座（アウトリーチ）

を含む） 

③らぷらすフェスタ、起業ミニメッセ、セクシュ

アル・マイノリティフォーラム、等イベントの

実施 

④各種相談事業・自助グループ事業の実施 

男女及び多様な性の区民等を対象に、悩

みごと・ＤＶ、働き方、起業・経営等につい

ての相談事業（電話・面接）や、グループ

での相談会・女性起業家交流会等を実施 

⑤研修室、資料（図書）貸し出し等、個人・

団体の自主研究・研修への支援 

⑥区民企画協働事業の実施 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

 

 

 

男女共同参画の推進 

（続き） 

(人権・男女共同参画課) 

 

  ⑦地域団体との交流、ネットワーク構築 

⑧広報物、ホームページ等による情報発信 

⑨次期委託運営事業者の選定 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

男女共同参画の推進 

（続き） 

(人権・男女共同参画課) 

 

 

 

 

 

 

 

（３）男女共同参画に関する啓発 

①区民への啓発 

情報誌発行（年２回）等 

②区契約事業者等、事業者への啓発 

③区内団体への啓発及び連携強化 

④庁内啓発 

⑤男女共同参画先進事業者表彰の実施 

 

※世田谷区実施計画推進状況（令和7年3月）

施策21-2 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

ＤＶ防止・困難な問題を抱え

る女性支援事業 

(人権・男女共同参画課) 

 

各総合支所保健福祉センタ

ー子ども家庭支援課をはじめと

する庁内関係所管や男女共同

参画センター「らぷらす」等との

連携により、相談支援体制の充

実等、ＤＶ防止及び被害者支援

に取り組む。 

 令和７年３月に策定した、「困

難な問題を抱える女性への支

援のための施策に関する基本

的な方針」に基づく取組みを推

進する。 

 

千円 

２０，０５４ 

 

 

１．ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）防止の取組み 

（１）配偶者暴力相談支援センター機能の運営 

（２）ＤＶ相談専用ダイヤルの運営（月～金） 

（３）相談員スーパーバイズの実施 

（４）出前講座の実施 

（５）各種啓発用小冊子・リーフレットの配布 

（６）ＤＶ防止職員研修の実施とDV被害者対応 

職員ハンドブックの作成・配付 

（７）ＤＶ被害者支援団体連絡会の開催（年２回） 

（８）ＤＶ防止ネットワークとの連携・協働 

 

２． 方針に基づく取組み 

方針に基づく取組みを推進するとともに、女性

相談支援員、民間団体等との連携、若年女性支

援のあり方について、関係所管と検討を行う。 

 

※令和７年度当初予算概要 No.33 

※世田谷区実施計画推進状況（令和7年3月）

施策21-3 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

平和に関する普及啓発の推進 

(人権・男女共同参画課) 

 

平和都市宣言を踏まえた平

和に関する各種事業及び世田

谷区立平和資料館の運営に取

り組む。 

 

千円 

２２，６５１ 

 

１．せたがや未来の平和館（世田谷区立平和資

料館）の運営 

（１）常設展示・企画展の実施及び図書・視聴覚

資料等の閲覧・視聴・貸し出しサービスの実施 

（２）川崎市平和館との相互連携・協力 

（３）中学校巡回展の実施（１０校程度） 

（４）学校への平和授業の実施 

（５）広報紙「せたがや未来の平和館（平和資料

館）だより」の発行 

（６）戦争体験者の記録DVD作成 

（７）平和の花運動の実施 

（８）クイズラリー・スタンプラリーの実施 

（９）太平洋戦争時等の資料の収集 

（1０）事業評価委員会の実施（年２回） 

(1１) 大学や青少年交流センターとの連携 

(1２)平和の広場の実施 

 

２. せたがや未来の平和館１０周年事業の実施 

（１）記念シンポジウムの実施 

  講演：作家 保阪正康 氏 

  日時：７月１６日（水）午後 

会場：世田谷区民会館ホール 

（２）演劇「あの夏の絵」上演 

  日時：７月２０日（日）午後 

  会場：北沢タウンホール 

（３）開館１０周年記念誌発行 

（４）常設展示リニューアル 

（５）公園内サイン見直し 

43 



 

 

令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

平和に関する普及啓発の推進 

（続き） 

(人権・男女共同参画課) 

 

  （６）スタンプラリー（拡大版）の実施 

 

２．平和の尊さの理解の普及・啓発 

（１）区のおしらせ、平和都市宣言懸垂幕等によ

る広報活動（８月平和の日前後） 

 

３．平和活動団体支援、平和首長会議への参加 

（１）後援名義による平和活動団体支援 

（２）平和首長会議（長崎市）への参加 

 

※令和７年度当初予算概要 No.36 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

地域交流・まつり事業支援 

（区民健康村・ふるさと・交

流推進課） 

 

 区民の創造的意欲を高め、結

集し、区民の連帯感を深めるとと

もに、郷土に対する愛着心の醸

成を図る。また、区民による自主

的なまつり事業等への支援を通

じて、地域コミュニティの育成に

資するとともに、市民レベルでの

国内交流の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

１２５，５１３ 

 

 

１．第４６回せたがやふるさと区民まつり 

  せたがやふるさと区民まつり実行委員会主

催、世田谷区共催で開催する。企画から運

営まで区民による手作りのイベントとして、人

と人とのつながりを感じる出会いの場、ふれ

あい・交流の場となるよう工夫する。 

引き続き能登半島地震災害支援金の募金

活動及び復興支援物産展を実施する。 

 

◆日時：令和７年８月２日（土）、３日（日） 

午前１１時～午後９時 

◆会場：ＪＲＡ馬事公苑、けやき広場 

◆内容：ふるさと物産展、おみこし連合行進、

まつりざん舞！、まつりフィナーレコ

ンサート、区内団体等出店コーナ

ー・国際コーナー、区民活動団体

等によるステージ、昔あそびコーナ

ー・子どもコーナー、囲碁・将棋コ

ーナー、お囃子舞台等 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

地域交流・まつり事業支援

（続き） 

（区民健康村・ふるさと・交流

推進課） 

 

   

２．地域交流事業支援 

地域コミュニティの一助となるよう、地域の

行事に使用する物品の貸出し、メンテナンス

を行う。 

 

◆貸出物品：テント、机、椅子、餅つき道具、 

太鼓等 

◆貸出場所：船橋公文書庫 

◆使 用 料：無料 

◆貸出期間：１回５日以内 

 

３．国内交流事業 

地域活性化と相互の市民の豊かな生活文

化の発展を目的として、交流情報データベー

スの管理、区民まつりホームページでの交流

自治体の紹介、世田谷２４６ハーフマラソン招

待事業等を実施する。 

また、交流機会の拡充を図ることにより、相

互理解と親善のもと、相互の住民の豊かな暮

らしを広げる。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

二十歳のつどい 

（区民健康村・ふるさと・交流

推進課） 

 

 大人としての自覚を促し、未

来を託す期待を伝える。 

千円 

１７，４２８ 

 

 

令和７年度に、満２０歳を迎える方を対象とし

た行事として、公募による実行委員会が開催内

容を企画・運営する。 

 

◆日時：令和８年１月１２日（月・祝） 

午前１０時～午後４時３０分 

（１回１時間、３回に分けて実施） 

◆会場：日本大学文理学部百周年記念館 

◆内容：式典、ビデオレター、吹奏楽演奏、

チアリーディング演技、生まれた日

の新聞コーナー、式典のライブ動

画配信等 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

健康村ふるさとづくりの推進 

(区民健康村・ふるさと・ 

交流推進課) 

 

１．世田谷区民の第二のふる 

さとづくりに向けて、相互

協力協定を結んでいる群馬

県川場村の豊かな自然環境

を区民と村民が共に守り、

育てる活動を通して、自主

的かつ継続的な交流に繋が

る事業の展開と支援を図

る。 

２．区民健康村施設の快適性

の維持・向上に向け、引き

続き、必要な整備・改修を

行い、より効率・効果的な

維持運営を図る。 

千円 

５５９，３２２ 

 

     

１．区民健康村づくり 

ふじやまビレジ・なかのビレジを拠点に、 

区民の健康の増進及び余暇活動の充実を図 

る。 

 
２．交流事業の推進 
（１）健康村里山自然学校 

川場村の自然環境を次世代に受け継 
ぐため、世田谷区民・川場村民が協働し 
て里山の環境を守り、育てる活動に取り
組む。 
・里山塾 

親子里山体験コース年3回、おとなの里
山コース年5回、茅葺きコース年4回 

・農業塾 
農業技術教室年8回、棚田オーナー年3 
回、手づくりそばの会年4回、レンタア 
ップル(新規休止中)、レンタル農園 

・こども里山自然学校 年2回 

・川場まるごと滞在記 年2回 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

生活文化政策部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

健康村ふるさとづくりの推進 

(続き) 

(区民健康村・ふるさと・ 

交流推進課) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（２）交流イベント 

森の学校自然解説、フライフィッシン 

グ、木ごころ塾木工教室、オプショナル 

イベント、健康村友の会、ふるさとパッ 

ク 

 

３．移動教室の受け入れ 

区立小学校５年生の校外自然体験活動の

受け入れを行う。 

 

４．区民健康村ＰＲ事業  

  区民健康村事業の理念をより広く区民に

周知することにより、利用者層の拡大を図

る。 

・区内イベントへの出展 

・区のおしらせ、ＳＮＳ等の配信、各種パ

ンフレットの配布、地域情報誌への掲載

等 

 

５．区民健康村改修工事 

設備の不具合や建物の老朽化に伴う工事

を実施し、利用者の安全性の維持・向上を

図る。 

・なかのビレジ中・長期保全計画に基づく

改修設計（２年目）、古民家電気設備改修

工事 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

地域行政部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

地域活動活性化支援事業 

（地域行政課） 

 

町会・自治会活動の活性化

等、地域活性化へ向けた取組み

を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

７，３３７ 

     

１． 町会・自治会の活動支援 

（１）加入促進の支援 

出張所等窓口で転入者を中心に配布して

いる地域活動団体紹介リーフレット「世田谷

へようこそ」について、町会・自治会の加入促

進に資する内容となるように見直しを行う。 

町会・自治会への加入案内のちらしを転

入者、転居者に配布することで、活動内容や

魅力をより広く周知し、地域活動への参加を

促進する。 

また、不動産売買や賃貸借に際しての重

要事項説明等において、事業者が該当不動

産の区域の町会・自治会を説明できるよう、

照会に応じた案内を行う。 

さらに集合住宅居住者の加入促進のた

め、総合支所街づくり課等の窓口で開発事

業者等に案内ちらしを配布する。 

（２）活性化の支援 

世田谷区町会総連合会のホームページに

ついて、単位町会・自治会に関する情報を充

実させるなど、町会・自治会の活性化に向け

た取組みに対して、継続的な支援を行う。 

町会・自治会向けＳＮＳの導入及び活用を

継続支援することで、町会・自治会内におけ

る地域情報の共有と地域コミュニティの活性

化を図る。（機能：電子回覧板、町会等内の

コミュニケーション、グループによるコミュニケ

ーション、町会等での活動・イベント等の情報
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発信、災害時の情報発信など。） 

令和５年度に実施した「町会・自治会に関

するアンケート」の結果を受け、町会総連合

会とともに必要な支援策の充実等を検討した

結果、町会・自治会掲示板修繕等補助を開

始する。 

 

（３）活動保険等の加入支援 

町会・自治会活動に伴う傷害保険及び賠 

償責任保険を付保し、その活動を支援するこ 

とで、地域活動の活性化を促進するとともに、 

安心して住み続けられる地域社会の実現を 

めざす。 

 

※世田谷区実施計画推進状況（令和7年3

月）施策22-1 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

地域行政部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

区民利用施設の利用促進 

 （地域行政課） 

（総合支所地域振興課） 

（市民活動推進課） 

（文化・国際課） 

（公園緑地課） 

（スポーツ施設課） 

（経済課） 

（地域学校連携課） 

 

 

公共施設利用案内システム

（けやきネット）を適正に維持運

営することにより、区民利用施

設の利用促進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

９２，０４３      

 

１． けやきネットの概要 

（１） 対象施設数：２０１施設 

（令和７年３月３１日現在） 

（２） 登録団体数：２４，２８７団体 

（令和７年３月３１日現在） 

 

２． けやきネットの適正な運営に向けた取組み 

（１） 地域行政課と施設所管が連携し、不正利

用の防止に向けた取り組みや利用者ニー

ズを踏まえた運用の見直し検討など、適正

かつ安定的な運用に努める。 

（２） けやきネット更改（令和１０年度）に向けて、

けやき施設の利用にかかる課題整理や市

場動向調査などの作業を進める。 

 

※新たな行政経営への移行実現プラン（令和7
年3月）項目2-7 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

スポーツ推進部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

生涯スポーツ・地域スポー

ツの振興 

（スポーツ推進課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつでも、どこでも、だれ

でも、いつまでもスポーツに

親しみ、健康に過ごしていけ

る生涯スポーツ社会の実現に

向け取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

５４０,８９８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「世田谷区スポーツ推進計画」の推進 

区が目指す生涯スポーツ社会実現のため

の施策や場の整備・提供、担い手の育成等

について、計画（令和6年度～13年度）に沿

った事業に取り組む。 

 

２．世田谷区スポーツ振興財団と連携した事

業展開の推進 

世田谷区スポーツ振興財団は、「いつで

も」「どこでも」「だれでも」「いつまでも」

を基本に、生涯スポーツ社会の実現に向け

て、幅広い分野で事業展開をしている。 

 体育協会及びレクリエーション連盟とし

ての役割を担うとともに、事業のノウハウ

を蓄積し、人材を育成している財団と連携

し、計画に沿った事業に取り組む。 

 

３．インセンティブトライアル事業 

せたがやPayアプリを活用した区立スポ

ーツ施設等を歩いてめぐるスタンプラリー

を実施し、せたがやPayをインセンティブと

して付与する事業を実施する。 

 ※令和7年度当初予算概要 No.27 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

スポーツ推進部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

生涯スポーツ・地域スポー 

ツの振興 

（続き） 

（スポーツ推進課） 

 

   

４．世田谷246ハーフマラソンの開催 

区民の健康増進と体力向上を図るため、

「第20回世田谷246ハーフマラソン」を開催

する。 

〇開催予定日 令和7年11月9日(日) 

〇募集期間(予定)  

令和7年7月1日(火)～31日(木) 

〇ふるさと納税枠の募集 

 ふるさと納税制度を活用した「世田谷246

ハーフマラソン出走権」を体験型記念品

とする寄附の募集を行う。 

（令和7年7月1日(火)～9月15日(月)） 

○第20回大会記念の取組み 

 ハーフマラソンの定員を1,800名から

2,000名に増員し、また障害者等を対象と

した新たな部門を設けるなど、20回を契

機としたと取組みを行う。 

 

※参考 令和6年度実施状況 

・実施日 令和6年11月10日(日) 

・参加者数 ハーフマラソン1,802名 

内ふるさと納税による優先出走者数 

117名 

(寄附件数133件 寄附金額540万円) 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

スポーツ推進部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

生涯スポーツ・地域スポー 

ツの振興 

（続き） 

（スポーツ推進課） 

 

   

５.世田谷子ども駅伝大会の実施 

子どもの基礎体力の向上やスポーツの振 

興を図ることを目的に、「第15回世田谷子ど

も駅伝大会」を開催する。 

〇開催予定日  令和7年12月7日(日) 

〇会   場 総合運動場陸上競技場 

※参考 令和6年度実施状況 

・実 施 日 令和6年12月1日(日) 

・会 場 総合運動場陸上競技場 

・参加者数 選手：約400名 

・小学生の部  ：25チーム 

・小・中学生の部：19チーム 

・中学生の部  ：34チーム 

 

６.女子ラグビーを通した女子のスポーツへ 

の関心喚起について 

  今年8月に、日本代表が出場する女子ラグ

ビーワールドカップが開催されることを契

機とし、ラグビーの基本動作等の体験を通じ

た女子のスポーツ活動を促進する。 

 

７.世田谷区スポーツ推進基金の活用 

スポーツ施設の整備に基金を活用し、より

多くの区民が気軽にスポーツに参加できる

環境を整えるとともに、パラスポーツをはじ

めとするスポーツ・レクリエーション活動へ

の支援を行う。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

スポーツ推進部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

パラスポーツの推進 

（スポーツ推進課） 

 

 

 東京2020大会のレガシーと

して、パラスポーツの推進に

更に取り組み、スポーツ・レ

クリエーションを通じた共生

社会の実現を目指す。 

千円 

３，３１３ 

 

１．パラスポーツの推進 

東京2020大会の開催をレガシーとして、 

パラスポーツの推進に更に取り組み、障害

のある人がスポーツに参加する機会の拡充

と、スポーツを通じた障害のない人との交

流の促進を図り、スポーツ・レクリエーシ

ョンを通じた共生社会の実現を目指す。 

 

 

（１）世田谷deボッチャの実施 

   希望丘地域体育館を定期的に開放し、

区民が気軽にボッチャの練習や、ボッチ

ャを通じた利用者同士の交流ができる機

会を設ける。 

  会場：希望丘地域体育館 

  期間：令和7年5月～令和8年3月 

     第3週・年末年始を除く毎週火曜日 

  内容：①ボッチャを通じた利用者同士の

交流②初心者向けの体験③自由練

習 
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 令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

スポーツ推進部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

パラスポーツの推進 

（続き） 

（スポーツ推進課） 

 

 

 

  

（２）パラスポーツ大会の誘致・開催 

   （仮称）知的障がい者パラ陸上記録会・

教室を日本パラ陸上競技連盟と共催で開

催し、障害のある方がスポーツを始める

きっかけづくりと障害理解を深める機会

を創出する。 

   

 

（３）パラスポーツ用具貸出事業 

地域団体等がパラスポーツを実施する 

ために必要な用具の貸出事業を行い、身 

近な地域におけるパラスポーツの普及を 

促進する。 

 

〇ボッチャ 

(ボッチャボールセット、八角的など) 

〇ブラインドサッカー 

(ボール、ヘッドギア、アイシェード) 

〇フライングディスク 

(ディスゲッター、アキュラシー) 

〇ペガーボール 

(ペガーボールセット) など 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

スポーツ推進部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

東京2020大会レガシーの

推進 

（スポーツ推進課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京2020大会レガシーを創

出・活用した、区民のスポー

ツ参加意欲の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

９，６４３ 

１．アメリカをはじめとしたアスリートとの

交流事業 

（１）アメリカ陸上連盟によるトレーニング

キャンプの実施 

東京2025世界陸上開催に伴い、アメリ

カ陸上連盟のトレーニングキャンプの受

入れを行う。またアメリカ陸上選手と区

民の交流事業の実施に向け、調整を行う。 

日程：令和7年9月2日(火)～20日(土) 

会場：総合運動場陸上競技場 ほか 

 

（２）アスリート派遣事業 

   区立小学校・中学校・幼稚園へオリン

ピアン・パラリンピアンをはじめとした

アスリートを派遣し子ども達との交流を

行う。今年度は25校・園で実施する。 

 

（３）ＵＳＯＰＣと区民との交流事業 

ＵＳＯＰＣと調整し、アメリカ選手と

の交流事業の実施に向け取り組む。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

スポーツ推進部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

東京2020大会レガシーの

推進 

（続き） 

（スポーツ推進課） 

 

 

  

２．東京 2020大会レガシーの醸成 

 馬！ふれあい出張授業 

馬事公苑で開催された馬術競技の普 

及啓発の取組みとして日本中央競馬会 

(ＪＲＡ)等と連携して区立小学校で実 

施。今年度2校実施予定。 

※参考 令和6年度実施状況 

 ・実 施 日 ①令和6年5月23日(木) 

       ②令和6年9月26日(木） 

 ・会 場 ①奥沢小学校、 

八幡山小学校   

       ②城山小学校、 

        世田谷小学校 

 ・参加人数 614名 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

スポーツ推進部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

スポーツの場の整備 

（スポーツ施設課） 

 

 

競技スポーツから健康づく

りのための運動まで、誰もが

使いやすく、多様化するスポ

ーツニーズに対応できるスポ

ーツの場の確保や整備を行

う。 

千円 

７０５，１６０ 

 

１.適切なスポーツ施設の整備 

和田堀給水所施設の上部利用施設の整備

として、令和7年度に施設の実施設計、設置条

例の制定、施設運営手法の検討、その他工事

実施に向けた東京都との調整を行う予定であ

り、関係機関と連携しながらこれらの作業を着

実に進めていく。 

その他、さらなるスポーツの場の拡充に向け

て、大学や民間スポーツ施設等の連携や身近

にスポーツを行える場所の検討に取り組む。 

 

２.スポーツ施設の整備・改修 

子どもから高齢者、障害のある人もない人

も、誰もが身近な地域でスポーツに親しめるよ

う、施設環境の整備を行う。 

（１）総合運動場陸上競技場第三種公認継続

改修工事 債務負担2年目 

（２）総合運動場陸上競技場・野球場照明Ｌ

ＥＤ化工事 

（３）総合運動場温水プール照明ＬＥＤ化工

事 

（４）大蔵第二運動場テニスコート水はけ改

修工事 

（５）大蔵第二運動場ゴルフ練習場バンカ

ー・パター練習場改修工事 

（６）大蔵第二運動場第二駐車場アスファル

ト再舗装工事 

（７）千歳温水プール防災システム更新工事 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

スポーツ推進部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

スポーツの場の整備 

（続き） 

（拠点スポーツ施設整備 

担当課） 

 

 千円 

７１，３１３ 

 

３．拠点スポーツ施設整備事業 

上用賀公園拡張事業の推進にあたっては、

令和7年2月に実施方針等（素案）を公表し、3

月には本事業へ参加を希望する事業者に対

する説明会を開催したところである。令和7年

度は事業者との対話等を実施し、事業者から

の意見等を反映したうえで実施方針等を取り

まとめる。 

 また、昨今の物価変動を踏まえ適正な事業

費を設定するとともに、財政削減効果を確認

のうえ、改めてＤＢＯ方式として実施することに

ついて検討し、適当であると判断された場合

には同方式により１０月より事業者公募を開始

する。 

 

大蔵運動公園・大蔵第二運動公園における

スポーツ施設及び公園の整備については、再

整備における要件等を整理するため、令和5

年度より基礎調査を継続してきた。 

令和7年度は基礎調査の結果等を踏まえ、

区民ワークショップ等を実施し、令和８年度の

基本構想の策定に向けて更なる検討を進め

る。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

総合的な中小企業振興施策

の促進 

（商業課） 

（経済課） 

（工業・建設業 

・雇用促進課） 

 

 

新型コロナウイルス感染症禍

を経て物価高騰の影響による厳

しい状況下にある区内経済の

立て直し、持続的な発展及び労

働環境改善の支援に取り組むと

ともに、勤労者福祉事業を含め

た中小企業振興施策を総合的

に展開し、区内中小企業の活

性化、地域経済の振興を図る。 

千円 

４３９，９５３ 

 
公益財団法人世田谷区産業振興公社が実

施する次の主な事業を通し、産業振興を推進
する。 
１． 中小企業の振興に係る支援に関する事業 

（１）創業者の支援に関する事業 
①中小企業診断士による総合的な創業相
談「ワンストップ相談窓口」 

②創業準備及び創業直後における支援を
行う「創業セミナー」 

（２）中小企業の経営支援に関する事業 
①中小企業診断士による融資あっせん・経
営相談 

②経営支援コーディネーターによる訪問相
談を含めた伴走型相談 

（３）商店街の振興に関する事業 
商店街振興組合等に対する中小企業

診断士の継続的派遣 
２． 中小企業の振興に係る情報の収集、提供及
び普及に関する事業 
（１）世田谷の産業の紹介に関する事業 
①ものづくり事業所の紹介 

②世田谷まちなか観光情報コーナーの運営 
③障害者施設自主生産品のＥＣサイトの運営 

３． 中小企業の振興のための交流の推進に関
する事業 
（１）産業交流の支援・促進に関する事業 

①産業イベントの運営協力 
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 令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

総合的な中小企業振興施策

の促進 

（続き） 

（商業課） 

（経済課） 

（工業・建設業 

・雇用促進課） 

 

   

 

４． 雇用、就労に係る情報の収集、提供及び普 
及並びに各種相談等の支援並びに職業紹
介に関する事業 
（１）三軒茶屋就労支援センター（三茶おしごと
カフェ）の運営 

（２）キャリアカウンセリング及び就職支援等セ
ミナーの実施 

（３）求人開拓、企業向けセミナー等の実施 
５．ハラスメント相談外部委託サービスの実施 

外部窓口提供サービスにより、社内にハ 
ラスメント相談窓口を設置することができない
区内の中小事業者を支援 

６．中小企業勤労者福祉の充実及び推進に関 

する事業＜セラ・サービス＞ 
区内中小企業に勤務する方を対象とした

福利厚生制度の運営 
※ セラ・サービス会員数 ７，640人 

（令和７年３月末日現在） 
７．区内観光に係る情報の収集、提供及び交流
に関する事業 
（１）世田谷の魅力再発見に関する事業 
①世田谷まちなか観光交流協会の交流 

連携支援 
②観光情報冊子(外国語版含む)の配布、 
観光ホームページ・SNSの効果的な運用 
による情報発信 

③三軒茶屋観光案内所（サンチャキューブ）、、

観光ボランティアガイドの運営 

④世田谷ブランドの活性化（世田谷みやげ 
の推進） 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  
産業振興公社の指導・調整 

（商業課） 
 
 
  

 
「外郭団体将来ビジョン」を踏

まえ、引き続き、「産業振興公社
の改革方針」を基に、公社ととも
に改革を推進する。 

千円 
― 

 
主要４事業及び持続可能な組織運営に向け

た公社の課題解決と、策定した改革計画に基
づく具体的な取組みを共に推進する。 
 

  
中小企業者経営支援 

（商業課） 
 

（産業振興公社は事業者の
経営相談及び融資あっせん
事業など、ＰＲ・相談から支援
までワンストップサービスを提
供する。） 

 
区内中小企業の経営基盤の

安定や経営環境変化への適応
等を支援する。 

千円 

４５７，９３９ 

 

 

 

 

 

 

 
千円 

５，０００ 
 

 

中小企業振興事業資金融資あっせん 

区内中小企業の経営基盤の安定と経営環境

変化への適応を支援するため、低利な融資の

あっせん及び利子補給を行う。 

※事業概要は別表１参照 

 

 
事業用融資に対する利子補給 
政府系金融機関の中小企業向け融資で、区

内中小企業の経営の安定と向上に効果的と認
める融資の利用者に対して、区が利子の一部
を補助する。 
※事業概要は別表２参照 

 
※新たな行政経営への移行実現プラン（令和７

年３月）項目2-18 
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別表１　中小企業振興事業資金融資あっせん一覧
〔令和７年４月～令和８年３月〕

２,０００万円 ７年以内（据置６ヶ月以内含む）
１．９

（０．０）

施設設備近代化資金 ２，０００～８，０００万円
２．１

（０．０）

事業転換多角化資金
５,０００万円

(事業転換多角化資金・事業転換多角化
資金(特例)と合わせ5,000以内)

０．５
（１．６）

事業転換多角化資金（特例）
５００万円

(事業転換多角化資金・事業転換多角化
資金(特例)と合わせ5,000以内)

５年以内（据置６ヶ月以内含む）
０．０

（１．８）

団体 商工業団体経営高度化資金 １億円
運転資金を含む場合　９年以内
設備資金のみの場合１０年以内
（いずれも据置６ヶ月以内含む）

０．９
（１．２）

２,０００万円
(創業支援資金・創業支援資金(特例)と

合わせ2,000以内)
７年以内（据置１２ヶ月以内含む）

０．1
（１．６）

５００万円
(創業支援資金・創業支援資金(特例)と

合わせ2,000以内)
５年以内（据置６ヶ月以内含む）

０．０
（１．６）

１回目０.２(１.７)

２回目０.０(１.９)

４，０００万円
（追加融資は2,000万円以内）

７年以内（据置期間なし）
１．９

（０．０）

２,０００万円 ７年以内（据置６ヶ月以内含む）
０．１
(１．８)

２，０００万円
(既保証と合わせ2,000万円以内。

小口零細資金と小口零細資金(特例)と
合わせ2,000以内)

７年以内（据置６ヶ月以内含む）
０．２

（１．５）

５００万円
(既保証と合わせ2,000万円以内。

小口零細資金と小口零細資金(特例)と
合わせ2,000以内)

５年以内（据置６ヶ月以内含む）
０．０

（１．６）

２,０００万円
(経営活力改善資金・景気対策経営改善資金

特別融資と合わせ2,000万円以内)
７年以内（据置１２ヶ月以内含む）

０．３
（１．６）

１．２
（０．６）

０．７
（１．１）

３００万円 １年６ヶ月以内(据置６ヶ月以内含む)
０．１

（１．７）

※融資の利率は融資実行時点の利率を適用

経営改善借換資金

制　度　名 限　度　額 返済期間
本人負担利率（％））
（区負担利率（％））

事 業 資 金

経
営
近
代
化
資
金

個人

運転資金を含む場合　９年以内
設備資金のみの場合１０年以内
（いずれも据置６ヶ月以内を含む）

創業支援資金

創業支援資金（特例）

災害応急資金 ５００万円 ６年以内（据置１２ヶ月以内含む）

５年以内（据置６ヶ月以内含む）

緊急特別融資
(受付期間１１月・２月）

省エネルギー対策資金

小口零細資金

小口零細資金（特例）

景気対策緊急資金

小規模企業者景気対策緊急資金
（小規模企業者倒産防止特別融資）

２００万円

  
別表２　
政府系金融機関融資への利子補給一覧

新事業育成補助金

融資概要 無担保　無保証人　信用保証不要の融資 ベンチャー事業等、新たな事業に対する融資
融資金額 ２，０００万円以内 ７億２，０００万円（商工組合中央金庫は６億円以内）
金融機関 日本政策金融公庫 日本政策金融公庫・商工組合中央金庫
補給内容 支払利子額の３０％を補給 支払利子額の３０％を補給
申込場所 東京商工会議所世田谷支部 日本政策金融公庫・商工組合中央金庫

小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資）
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

 

 

 

区内商業の活性化と継続的

な消費の喚起 

（商業課） 

 

 

 

 

 

 

 

デジタル地域通貨「せたが

やPay」を活用し、区民や来街

者による継続的な区内消費を

喚起し、地域経済循環を推進

する。 

 

 

 

 

千円 

３３３，１８１ 

 

 
せたがやPay事業の実施 
世田谷区商店街振興組合連合会が実施する

デジタル地域通貨「せたがやPay」の運営を支援

し、中小個店デジタルプラットフォームとして区内

中小個店や商店街の稼ぐ力を下支えする基盤と

して整備することで、地域経済の活性化（中小個

店支援）や電子決済定着による産業効率化（地

域産業DX）等を推進し、もって地域経済の循環

を図る。 

※令和７年度当初予算概要 No.27・31 

※世田谷区実施計画推進状況（令和7年3月）

施策15-1 

 

公共的役割や街の賑わいを

担う商店街の更なる発展 

（商業課） 

 

 

商店街活性化及び地域コ

ミュニティの振興の視点に立

ち、地域の商店街が行う各種

事業に対して支援する。 

 

千円 

１８２，８２３ 

 

 

 

商店街イベント支援事業 

商店街が実施するイベント事業に対して支援
する。 

千円 

７５，６５７ 

 

 

活力ある商店街育成事業(ハード・ソフト事業) 

商店街が実施する街路灯などの施設整備や、 

ホームページ開設などの販売促進事業、外国人

受入れのための多言語対応事業等に対して支

援する。 

千円 

４１，１６６ 

 

未来を創る商店街支援事業 

時代の流れに対応した「新たな商店街づくり」

に取り組む商店街に対して、計画策定から実行

までを東京都とともに伴走型で支援する。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

  経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

公共的役割や街の賑わいを

担う商店街の更なる発展 

（続き） 

（商業課） 

   

 

地域の安全・安心の維持

や災害時を想定した取組み

など公共的役割に貢献する

商店街等の活動を支援す

る。 

 

 

千円 

８８，３８４ 

 

 

安全・安心の取組みへの支援 

ＡＥＤの設置及び維持管理、スタンドパイプ(消

火器具)の整備、商店街街路灯等電気料金、災

害時の停電や帰宅困難者等の発生に備えた備

品配備に対し支援する。 

※新たな行政経営への移行実現プラン（令和７

年３月）項目3-13 

 

商店街の個店の魅力の掘

り起こしを促進し、商店街の

PR及び地域の賑わい創出を

促す。 

千円 

９，２００ 

 

  

個店の活動を後押しする取組みの推進 

（まちゼミ・まちバル・個店グランプリ） 

商店街や個店の魅力を発信する「まちゼミ・ま

ちバル」や世田谷区商店街連合会が実施する個

店の魅力を掘り起こす「個店グランプリ」などの開

催を通じて、広く商店街や個店の魅力をPRする。 

 

 

個店の積極的な企業活動

を後押しする取組みや環境

を構築するとともに、空き店

舗等の発生の予防に取り組

む。 

千円 

１０，９８３ 

 

 

 

 

 

エリアリノベーションの実施 

商店街を含む地域エリア全体の「稼ぐ力」の向

上や魅力の再創出、空き店舗の発生の予防等を

目的として、地域の人材を掘り起こし、核となる店

舗誘致や遊休資産などの地域資源を活かすこと

で新たな需要を取り込み、もって地域経済の循

環を図る。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

  経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

公衆浴場確保対策 

（商業課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

公衆浴場の活性化等により

経営の安定化を図るため、各種

事業や設備改善に対して支援

する。 

 

 

 

 

 

千円 

２０，９８７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．公衆浴場季節事業 

  伝統的風習行事である季節湯への助成 

２．燃料費一部助成事業 

３．公衆浴場設備改善事業、耐震化・クリーンエ

ネルギー化等推進助成事業 

４．公衆浴場施設等活用助成事業 

  公衆浴場施設を営業時間外に区民交流の 

  場として活用することへの助成 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

 

 

 

地域経済の持続可能な発展

条例及び地域経済発展ビジ

ョンの推進 

（経済課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な地域産業の持続性の

確保に向けた基盤強化 

 （経済課） 

（工業・建設業 

・雇用促進課） 

 

地域経済の持続可能な発展

条例及び新たに策定した地域

経済発展ビジョン（８年間）を推

進し、進捗状況等を管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な中小事業者の成長や

チャレンジを後押しする取組

みを推進する 

 

千円 

５８８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

１７０，６１５ 

 

 

地域経済の持続可能な発展条例及び地域

経済発展ビジョンの推進にあたり、進捗状況等

を管理する。 

令和６年３月策定の地域経済発展ビジョン・

アクションプランの設定目標値、進捗状況や実

施状況、各施策の地域経済への影響・波及効

果を測定するため設定したソーシャルインパクト

指標等を評価検証し、施策や指標の見直しを

図る。 

評価・検証にあたっては、地域経済の持続可

能な発展を目指す会議への報告、議論を踏ま

え進めていく。 

 

 
１．地域連携型ハンズオン支援事業 
新たな需要を取り込む製品、商品の開発、

販路拡大など、ビジネスの変革や新たなチャ
レンジに取組む事業者に対し、個々の経営課
題に即した補助金交付と実務専門家による伴
走支援を行う。 
また、事業者の経営力強化を図るため、先

輩起業家や専門家からビジネスのノウハウを
取得できるビジネススクール事業の実施や、区
内事業者間の交流促進やネットワークの構築
に向けたイベントプログラムを実施していく。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

 

 

 

多様な地域産業の持続性の

確保に向けた基盤強化 

（続き） 

 （経済課） 

（工業・建設業 

・雇用促進課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区内産業の持続的な成長のた

めに支援機関等と連携しなが

ら、創業の促進や経営力の強

化、付加価値の向上など、区内

産業の基盤強化に向けた取組

みを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 
２．中小事業者経営支援補助 

業績の停滞や人手不足、設備の老朽化や

業務効率化等、事業者が抱える課題に対し、

生産性向上や販路拡大、ITを活用した業務効

率の向上等による経営の安定や事業者の区

内での定着を図るための経費の一部を支援す

る。 
※令和７年度当初予算概要 No.28 
※世田谷区実施計画推進状況（令和7年3月）

施策15-1 

 

 

３．「経営支援コーディネーター」による支援 

専門的な知識や技能を有する複数の専門

家による経営支援コーディネーターが、区内

中小事業者の経営改善、IoT活用、事業承継

などの課題に対し、伴走型相談を行う（産業振

興公社事業）。 

４．ビジネスモデルの研究開発支援 

（１）経営支援コーディネーターの知識・経験を

活かしながら、新しいビジネスモデルや、新

技術・新製品開発への支援を行う（産業振興

公社事業）。 

（２）事業者の産業財産権（商標権や著作権

等）を強化して技術力のPRにつなげ、販路

拡大にもつなげるため、特許料、登録料、そ

の他手数料や弁理士費用などの知的財産

権取得の支援補助を行う。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

 

 

 

多様な地域産業の持続性の

確保に向けた基盤強化 

（続き） 

（経済課） 

（工業・建設業 

・雇用促進課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）区内中小事業者が東京都立産業技術研

究センターの制度（依頼試験・機器利用・オ

ーダーメード型技術支援）を利用する際に経

費の一部を補助し、工業・ものづくり事業の

技術支援を行う｡ 

５．産業交流促進事業 

販路拡大等のために自社の製品・技術を紹

介することを目的として国内で開催されるフェ

ア、見本市、展示会等への出展費用の一部を

助成する。 

 

 

６．せたがや産業フェスタ  

産業フェスタへの出展などを通じ、区内産

業の地域貢献活動のPRや活動の後押しをす

るとともに、産業団体や区内事業者の連携を

促進する（産業フェスタは産業振興公社との共

同事業）。 

７．事業承継の円滑な推進（事業承継プラットフ

ォームの運営） 

事業を譲りたい人と継ぎたい人とのマッチ

ングを図るプラットフォームの運営や、関係機

関とのネットワーク等を通じて円滑な事業承

継を促進する。 

８．地域経済情報等の提供 

区内地域経済に関する統計データ等を集

計・集約し、その状況等を情報提供する。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

多様な地域産業の持続性の

確保に向けた基盤強化 

（続き） 

 （経済課） 

（工業・建設業 

・雇用促進課） 

 

 

  

９．世田谷区内事業者向けメールマガジン配信

サービス 

区の経済産業分野の各種サービスの認知

度を向上させるため、事業者向けのメールマ

ガジン配信サービスを実施する。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

起業の促進及び多様な働き

方の実現 

 （経済課） 

（工業・建設業 

・雇用促進課） 

 

 

 

多様化する働き方やライフ

スタイルに応じた環境を整備

するとともに、アントレプレ

ナーシップの醸成を促す取り

組みを推進する。 

千円 

４３，１８９ 

 

 

１．産業活性化拠点の開設・運営 

  ７月に全面開設する産業活性化拠点

（HOME/WORK VILLAGE）について（４月に

一部開設済み）、地域経済の持続的な発展

に向けて運営事業者との協議を重ね、事業

計画に基づく適切かつ円滑な事業実施及び

施設の運営、管理を進める。 

２．起業・創業支援の推進 

産業競争力強化法により、国の認定を受

けた「創業支援事業計画」に基づき、創業支

援事業者（産業振興公社や地元金融機関

等）と連携して、起業・創業支援に取り組む。 

※令和７年度当初予算概要 No.2８ 

※世田谷区実施計画推進状況（令和7年3

月）施策15-2 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

地域や社会の課題解決に

向けたソーシャルビジネス

の推進 

 （経済課） 

（工業・建設業 

・雇用促進課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域及び社会課題等への

視野を広げ、解決に向けた積

極的な活動を後押しする取

組みを推進する。 

 

千円 

４０，３４８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．せたがや産業創造プラットフォームの運営 

「SETAGAYAPORT」では、オンラインツール

やコミュニケーションツールを用いながら、区内

産業に関わる事業者や団体等が横断的に連

携し、社会・地域課題の解決やSDGsを踏まえ

た持続可能な取組みの推進、また、その担い

手の支援を行い、地域産業の活性化を図る。 

２．ソーシャルビジネス活動支援 

せたがやソーシャルビジネス事業補助      

身近な地域課題やＳＤＧｓ等の社会課題に対す

る意識が高まる中、社会・地域課題解決に取り

組む事業者等を後押しするため、補助金制度

によりソーシャルビジネスに対する支援を行う。 

３．産業視点からの福祉事業の課題解決  

障害者施設の自主生産品の販路拡大等に

必要なＤＸ化推進のため、魅力発信やＥＣサイ

トの運営を行うプロジェクト「世田谷・福祉生ま

れのモノゴトを届ける<せせせ>」を統括・実施す

る。 

※世田谷区実施計画推進状況（令和7年3月）

施策15-3 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

地域経済の持続可能性を

考慮した事業活動の推進  

（経済課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域経済が活性化し賑わ

いが生み出され、地域の持続

可能な発展や環境保全に資

する取組みを推進する。 

 

 

 

 

 

千円 

４８，７０８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちなか観光事業の推進 

地域資源の発掘や地域の魅力のPR強化等

を通じて来街者を呼び込むべく、観光政策の

基礎となる情報収集や民間事業者と連携した

企画の実施を行うとともに、産業振興公社と連

携して、まちなか観光交流協会や三軒茶屋観

光案内所（サンチャキューブ）の運営、観光ボ

ランティアガイド、世田谷みやげ、観光メッセの

実施等を行う（具体の事業は産業振興公社で

実施）。 

※世田谷区実施計画推進状況（令和7年3月）

施策15-4 

 

  

行政経営改革の取組み 

＊ 区有地・公園を活用し

た税外収入の確保 

（経済課） 

（公園緑地課） 

 

区有地・公園施設等を活用

したキッチンカー等移動販

売の実施により、税外収入の

確保に取り組むとともに、区

内事業者支援と区民の利便

性向上に取り組む。 

 千円 

－ 

 

キッチンカー等の出店スペースの提供、事業

者支援に引き続き取り組む。 

 

（令和６年度実績） 

移動販売車誘致  区有地５か所 

公園８か所 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

区内工業の活性化と工業用

地の維持・保全 

  （工業・建設業 

・雇用促進課） 

 

 

新たな技術や製品の開発な

ど、ものづくり産業への支援を

充実していく。 

準工業地域において、居住

環境と操業環境が調和したまち

づくりの実現に向け、住民・事

業者の意識醸成を図る。 

世田谷区内で意欲的に事業

を営む事業所を紹介し、世田谷

区のものづくりの魅力を区内、

区外を問わず広く周知するとと

もに、ものづくり事業所と地域住

民との共生につなげる。 

  

東京都の「都内ものづくり企

業地域共生推進事業」を活用

し、区内のものづくり企業の立

地継続を支援するとともに、住

工共生のまちづくりの推進と区

内産業の活性化を図る。 

 

 

 

千円 

５，９１９ 

   

 

１．ものづくりを中心とした新たな産業技術等の

活用促進 

都内中小企業技術支援の専門機関である

都立産業技術研究センターと連携して、工

業・ものづくり事業の技術支援を行う（再掲）。 

２．住工共生まちづくりの推進 

（１）桜新町地区準工業地域を中心に、事業所

等によるワーキングの開催、事業所の魅力

を地域住民に紹介する事業を実施する。 

（２）区内ものづくり事業所の紹介（産業振興公

社） 

区内のものづくり産業に対する理解を促進

するため、区内事業者のＰＲに努める。 

 

３．ものづくり企業地域共生推進事業 

区内ものづくり事業所が近隣住民等へ配

慮するために実施する防音、防振、防臭等の

改修及び地域と調和するために行う外構部

や建物の美化等の整備に係る経費の一部を

補助する。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

 

 

 

建設業の活性化と地域貢献

活動の後押し 

（工業・建設業 

・雇用促進課） 

 

 

建設業を営む中小企業者

の、事業承継、後継者の育成及

び 技術力の向上を図る取組み

を支援し人材育成の促進を図る

とともに、団体との定期的な意

見交換等の場を設け、情報交

換及び、連携の強化を図る。ま

た、建設業の魅力や必要性を

発信するため、地域貢献活動

への後押し、キャリアデザインサ

ポートを進める。 

奨学金返還支援事業により、

奨学金貸与を受けている学生

の支援と人材確保を促進する。 

千円 

７，２９３ 

 

  

 

 

１．建設業の人材育成促進 

区内で建設業を営む中小企業や同業種

団体が実施する、事業承継や後継者育成、

技術力の向上を図ることを目的とした研修会

や講習会に係る経費や、従業員が国家資格

や公的資格を取得した際の受験手数料の一

部を補助する（令和７年度より対象資格と補

助率を拡充）。 

２．建設業関連産業団体との意見交換等の実     

 施 

３．地域貢献活動への後押し、キャリアデザイン

サポート 

（１）出版社と提携し、建設業のイメージを 

 変える冊子の作成とウェブ記事の配信

により魅力発信を行う。 

（２）建設産業の魅力発信を目的とした高校の

授業でのディスカッションやグループワー

クを通じたＰＲ活動、及び職場見学や仕事

体験を実施する。 

４．「奨学金返還支援事業」を活用した登録企

業の支援 

東京しごと財団の奨学金返還支援事業を

活用した区内中小企業に対して、区が企業

負担額の一部を補助し、奨学金貸与を受け

ている学生の区内企業への就職を支援し、

区内の建設・ＩＴ・ものづくり分野における人材

確保の促進を図る。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

誰もが自己の個性及び能力

を発揮することができる働き

やすい環境整備と安定雇

用、地域産業の経営戦略の

基盤となる人材採用促進 

（工業・建設業 

・雇用促進課） 

（生活文化政策部 

人権・男女共同参画課） 

（高齢福祉部 

高齢福祉課） 

（保健福祉政策部 

生活福祉課） 

   （障害福祉部    

障害者地域生活課） 

 

 

就労を望む一人でも多くの

方が安定した仕事に就けるよ

う、就労支援やスキル習得、マ

ッチングの場の提供などに取り

組む。あわせて事業所が必要と

する人材を獲得できるよう、人

材不足産業の魅力発信、採用

コンサルティングやマッチング

の場の提供など採用支援に取

り組む。また、個々のライフスタ

イルや取り巻く状況に応じた多

様な働き方を選択できる環境と

セーフティネットを整える。 

 

千円 

１３０，６６２ 

 

 

 

１． 安定的雇用の促進 

三軒茶屋就労支援センター事業 

区内事業所の人材確保と区民（求職者）

の就業促進を図るため、三軒茶屋就労支援

センター（ふるさとハローワーク併設）におい

て、以下の事業に取り組む（産業振興公社

事業）。 

（１）相談開始から就職までのワンストップ相談

サービス 

（２）社会保険・労働相談、メンタルケア相談な

どの専門家による相談 

（３）就業希望者に関連機関等の各種支援メニ

ューも含めた効果的な情報を提供 

（４）職業紹介と就業マッチング 

（５）各種セミナーの実施 

２．地域産業の経営戦略の基盤となる人材採 

用（建設業人材確保の推進、区内中小企業 

等人材マッチング等の実施） 

（１）建設業をはじめとしたマッチングプロ

グラム、求職者向け各種研修、建設業の

現場見学・体験実習、合同説明会、企業 

（2）就職氷河期世代向けパソコンスキル習

得セミナーと合同説明会の実施見学、職

場実習等の実施 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

 誰もが自己の個性及び能力

を発揮することができる働き

やすい環境整備と安定雇

用、地域産業の経営戦略の

基盤となる人材採用促進 

（続き） 

（工業・建設業 

・雇用促進課） 

（生活文化政策部 

人権・男女共同参画課） 

（高齢福祉部 

高齢福祉課） 

（保健福祉政策部 

生活福祉課） 

   （障害福祉部    

障害者地域生活課） 

 

  （3）企業向け人材定着支援プログラムの実 

施 

３．介護等人材不足産業の人材確保に向けた

マッチング支援 

福祉人材における関係機関との連絡会

や就業マッチングイベントを通年で開催す 

る（産業振興公社事業）。 
４．区内IT人材の育成支援 
（１）民間企業と連携したITスキル習得講座
に取り組む。 

（２）東京都と連携した女性再就職訓練（ワー
ド・エクセル基礎）に取り組む。  

５．様々な形態に対応した就業を推進する。 
（１）東京しごと財団と連携した女性向け就職

面接会やセミナーを実施する。 

（２）障害者雇用支援プログラムの実施を通

して、企業の障害者就労を促進する。 

（３）国と連携した外国人向け労働セミナー

や企業見学、企業向け外国人雇用セミ

ナーを実施する。 

（４）働くことが困難な状況等でも望むような働

き方で働くことができるよう、就労に臨む

までの段階も含めての支援について、関

係所管と連携して検討を行う。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

 誰もが自己の個性及び能力

を発揮することができる働き

やすい環境整備と安定雇

用、地域産業の経営戦略の

基盤となる人材採用促進 

（続き） 

（工業・建設業 

・雇用促進課） 

（生活文化政策部 

人権・男女共同参画課） 

（高齢福祉部 

高齢福祉課） 

（保健福祉政策部 

生活福祉課） 

   （障害福祉部    

障害者地域生活課） 

 

   

６．せたがや若者サポートステーションの運

営支援に取り組む。 

働くことに悩みのある若者及び就職氷

河期世代の支援に取り組む。 

７．区以外にも国や東京都の施策の情報提供

に取り組む。 

 

※世田谷区実施計画推進状況（令和7年3

月）施策15-1・15-2 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

雇用形態等に捉われない多

様な働き方が選択できる環境

の構築（高齢者就労メニュー

のさらなる充実） 

 （工業・建設業 

・雇用促進課） 

 

働きたいシニアの多様なニー

ズを実現するため、シルバー人

材センターでは新たに労働者

派遣事業を開始する。また、

R60-SETAGAYA-などのシニア

就労メニューを充実させ、就労

を望む区民が健康に働き続け

ることができる環境づくりを進め

る。 

千円 

１０１，１２５ 

 

 

１．公益社団法人世田谷区シルバー人材セン

ターなどの関係機関と連携して、生きがい推

進の観点も含めた高齢者の技術・技能を活

用した就業機会を拡充する。 

２．国や東京しごと財団等と連携した高齢者向

け就職面接会やセミナーを実施する（区及

び産業振興公社事業）。またシニア就労を

促進するため関係機関会議により連携の

枠組みをさらに整備するとともに、求人の

充実のため事業者への理解促進や積極的

な情報発信を行う。 
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      令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

 

 

 

都市農業の活性化と農地の

維持・保全 

 （都市農業課） 

 

 

農福連携事業の拠点におい

て、年間を通した計画的な作

付けを行う。農作業体験会等

の実施や地域イベント等の開

催により、障害者の働く意欲

の向上や区民等の意識醸成、

本事業のさらなる普及啓発を

図る。 

 

千円 

４，６８５ 

 

１．農福連携事業の推進 

農地の保全や障害者就労の促進を目的

に、営農と障害者就労のノウハウを持つ民間

事業者と連携を図りながら、農園管理や農作

業体験等を実施し、障害者の工賃向上や多様

な働く場の拡大を目指す。 

※世田谷区実施計画推進状況（令和7年3月）

施策15-3 

  

 

 

認定農業者並びに認証農業

者への支援・育成を継続する

とともに、認定・認証者数の

更なる増加を目指す。 

千円 

２１，１７４ 

 

 

２．認定・認証農業者への支援 

区内農家の効率的かつ安定的な農業経営

に資するよう農業経営基盤や経営力の強化

を目的に、農業経営改善計画の作成、フォ

ローアップを実施する。 

また、農業経営の近代化・安定化のため

の支援制度を実施し、認定・認証農業者の

増加を図る。 

  

 

 

 

 

 

 

第１２期せたがや農業塾

（１期３年間、令和５年１２

月～令和８年１２月）の塾生

１１名を対象に、栽培技術指

導等を継続し、農業者として

の資質向上を図る。 

千円 

１，６８３ 

 

 

 

  

３．農業者の担い手育成のための取り組み

推進 

これまで３０年間継続している「せたが

や農業塾」について、栽培技術等に優れた

区内先輩農家からの指導、塾生の圃場の土

壌診断や病害虫対策など、世田谷での営農

に向けた総合的かつ実践的な技術や知識を

習得させるため、区内農協協議会との連携

により、後継者育成に取り組む。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

 都市農業の活性化と農地の

維持・保全 

（続き） 

（都市農業課） 

 

 

 新たに区内産農産物「せたが

やそだち」の余剰野菜を活用し

た加工品化と「せたがやそだち」 

を用いたビジネスプランコンテス

トを継続し、製品化を目指す。 

千円 

４，２９９ 

 

４．区内農産物「せたがやそだち」を活用した

地域ブランドの推進 

「せたがやそだち」の余剰野菜を活用した

加工品の開発について、ＪＡ・農大と連携

し、学校給食での活用を目指し、地産地消・

エシカル消費に取り組む。 

「せたがやそだち加工品ビジネスプランコン

テスト」を継続し、新商品の開発支援、区内農

家の新たな販路拡大とせたがやそだち使用店

舗登録数の拡大を図る。 

   

区民が野菜や果樹の収穫、

花卉類の寄せ植えなどの体験

を通して、都市農業への理解を

深めてもらうために、農業体験

機会などを継続的に実施・拡充

していく。 

千円 

２，９９５ 

 

５．ふれあい農園事業の実施 

新たにふれあい農園事業を開始する農家

に対して、事業運営に必要な物品等を支援す

ることで、開設農園の拡充を図るとともに、申込

受付の電子申請化により幅広い世代が応募で

きるよう、各種広報媒体による周知啓発の強化

を図る。 

※世田谷区実施計画推進状況（令和7年3月）

施策15-4 

※新たな行政経営への移行実現プラン（令和

7年3月）項目2-11 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

都市農業の活性化と農地の

維持・保全 

（続き） 

（都市農業課） 

 

 

 次大夫堀公園自然体験農園

で、農家の指導により、区民が

農作業体験で得た経験や技能

などを活かすため、農業サポー

ターへの登録を促進し、活動者

の割合を高めるとともに、農家の

農作業支援の強化を図る。 

千円 

６，０２８ 

 

６．体験型農園事業の実施 

事業の運営にあたっては、地元農家からの

指導を得るため、ＪＡ東京中央に事業運営を委

託する。区民が農に親しむ機会を創出すること

で、参加者と農家との交流による都市農業へ

の理解促進を図っていく。また、体験で得た経

験を活かす農業サポーターの育成、活躍の場

づくりを進める。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

消費者力及び消費行動につ

いての意識向上の推進 

   （消費生活課） 

 

区民の消費者としての力や

消費行動についての意識を高

めるとともに、学んだ知識を地

域の消費者啓発に活かすことが

できる人材を育成する。 

ステップアップ講座（区民講

師養成講座）修了者を区民講

師として活用し、地域に消費生

活に関する情報を伝える出前

講座を実施する。  

     千円 

２，９４７ 

 

 

  

 

 

 

１．ステップアップ講座（区民講師養成講座）の

実施 

区民講師として活動する人材を育成するた

め、消費生活に関する知識とそれを人に伝える

手法を学ぶ講座を実施する（全１０回）。 

２．出前講座の実施 

地域の学習会等に区民講師を派遣して実施

する。 

３．区民講師フォローアップ研修の実施 

区民講師に消費生活の最新情報を提供し、

出前講座の質の向上を図る。 

４．消費生活講座の実施 

消費生活に関する身近な話題をテーマに、

生活に役立つ講座を実施する。 

※世田谷区実施計画推進状況（令和７年３月） 

施策15-4 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

消費者力及び消費行動につ

いての意識向上の推進 

（続き） 

 （消費生活課） 

 

消費者被害を未然に防止す

るため、様々な手法で情報提供

を行う。 

持続可能な消費行動の推進

を図るため、エシカル消費につ

いて消費者及び事業者等へ普

及・啓発を行う。 

 

千円 

１１，４４５ 

 

 

１．大学生等に向けた啓発活動 

マルチ商法、美容医療サービス、通販サイト

でのトラブルなど、若者が被害を受けやすい消

費者被害の事例について、チラシ配付等により

啓発活動を行う。 

２．小・中学生向け啓発用小冊子の配布 

区立小学校の５年生及び区立中学校の２年

生向けに配布する。 

３．消費生活センターだよりの発行 年４回 

３５，０００部（６,９,１２月 町会回覧等） 

４７，０００部（３月 町会回覧・講座配布等） 

４．消費者安全確保地域協議会の運営 

福祉部門における高齢者見守りネットワーク

と連携し、高齢者等の消費者被害未然防止及

び救済を目的とした高齢者への啓発と地域協

議会の運営を行う。 

５． せたがや まごころリレー 

 エシカル消費の推進に向けて「せたがや まご

ころリレー」をスローガンとし、区民、事業者、各

種団体等と区が相互に連携・協働してエシカル

が身近に存在するまちを目指す。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

消費者力及び消費行動につ

いての意識向上の推進 

（続き） 

 （消費生活課） 

  

 

 

 

６．効果的な消費者啓発の推進 

 大学のサークル等と連携して、消費生活に関

する活動等を行っている大学生を活用した、よ

り効果的な消費者被害防止の啓発やエシカル

消費の普及・啓発を行う。 

※世田谷区実施計画推進状況（令和７年３月） 

施策15-4 

※新たな行政経営への移行プラン（令和７年３

月）項目１-21 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

経済産業部 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

  

消費生活相談の充実 

        （消費生活課） 

 

消費者を取り巻く状況の変化

を的確に捉え、消費生活相談

の充実を図り、消費者被害を防

止し、消費者の安全、安心を確

保し、消費生活の安定、向上を

図る。 

千円 

３８，０５６ 

 

１． 消費生活相談の実施 

（１）消費生活センター 

・受付：毎週月～土曜 

・消費生活相談員 １０名 

（２）高齢者につながりやすい高齢者専用電話 

の設置。 

（３）相談員の資質向上のため、国、都等が実施

する研修受講。 

（４） 解決困難な相談事例に対し、弁護士による

アドバイザー制度、相談助言を活用。 

２．多重債務者支援への対応 

（１）多重債務者支援連絡会の運用 

関連９課で構成する連絡会を年２回程度

開催し、情報の共有と課題の検討を行い、総

合的な支援を実施 

（２）世田谷区特別相談「多重債務１１０番」 

都と連携し弁護士との直接相談の実施 

（３）担当者研修の実施 

国や都などの専門家による多重債務者支

援への対応方法の指導する研修を通し、相

談対応の質の向上を図る。 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

区民生活領域 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本計画の推進 

 

 

 

 

基本計画における重点政策

及び区民生活領域に関連する

分野別政策を推進する。 

 

― 

 

１．基本計画に掲げる重点政策 

 分野横断的な体制を整え、以下の政策を

推進する。 

（１）子ども・若者が笑顔で過ごせる環境

の整備 

（２）新たな学校教育と生涯を通じた学び

の充実 

（３）多様な人が出会い、支え合い、活動

できるコミュニティの醸成 

（４）誰もが取り残されることなく生き生

きと暮らせるための支援の強化 

（５）自然との共生と脱炭素社会の構築 

（６）安全で魅力的な街づくりと産業連関

による新たな価値の創出 

 

２．基本計画に掲げる分野別政策 

（１）安全・安心のまちづくり 

地域防災力の向上 施策10-1 

（２）持続可能な地域経済の実現 

a.多様な地域産業の持続可能性確保に 

 向けた基盤強化 施策15-1 

b.起業の促進と多様な働き方の実現  

施策15-2 

c.地域や社会の課題の解決に向けた 

ソーシャルビジネスの推進 施策15-3 

d.地域経済の持続可能性を考慮した事業 

活動及びエシカル消費の推進 

施策15-4 

（３）文化・芸術の振興 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

区民生活領域 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本計画の推進 

（続き） 

  a.誰もが文化・芸術を身近に感じ楽しめ 

る環境の整備 施策16-1 

b.地域活動団体の支援と交流の促進によ 

る文化・芸術活動の活性化 施策16-2 

（４）生涯スポーツの推進 

a.スポーツを通じた生きがい・健康づく 

り 施策17-1 

b.スポーツを通じた共生社会の実現  

施策17-2 

c.スポーツを通じた活力あるまちづくり 

 施策17-3 

（５）多様性の尊重  

a.人権への理解促進  施策21-1 

b.男女共同参画の推進 施策21-2 

c.ＤＶ防止の取組み  施策21-3 

d.多文化共生の推進  施策21-4 

（６）地域コミュニティの促進 

a.地域への参加促進と地域活動の活性化 

 施策22-1 

b.区民や活動団体の連携・協働促進  

施策22-2 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

区民生活領域 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな行政経営への移行実

現プランの推進 

 

新たな行政経営への移行実現

プランにおける区民生活領域

に関連する取組みを推進する。 

 

 

― １．新たな仕組みづくり 

（１）施策構築における歳入の観点の強化 

基金の効果的活用に向けたあり方検討 

項目1-8 

（２）協働の推進・拡大 

a.地域のアーティストが活躍できる仕組 

 みの導入 項目1-12 

b.スポーツ施策における連携の推進 

項目1-13 

c.効果的な消費者啓発の推進 項目1-21 

d.賛助会員や総合型地域スポーツ・文化 

クラブ等と連携した部活動等支援 

項目1-23 

（３）時代に即した事業の再構築 

生涯学習事業の体制整理 項目1-38 

 

２．区民目線からのサービス利便性の向上 

（１）支払いの利便性向上 

a.区民会館のキャッシュレス決済の導入 

及び申請・抽選方法のオンライン化  

項目2-6 

b.けやきネットの利便性の向上 

項目2-7 

 

（２）申請・届出の利便性の向上 

ふれあい農園事業の申込受付の電子化 

及び区民農園利用者募集の申込受付の 

電子化・キャッシュレス化の推進 

項目2-11 
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令 和 ７ 年 度  主 要 事 務 事 業 

区民生活領域 

区 分 事務事業名及び所管課 ７年度事業（目標） ７年度当初予算 事務事業の内容及び手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな行政経営への移行実

現プランの推進 

（続き） 

  （３）より利用しやすいサービスの構築 

融資・経営相談のデータ化及び融資オン 

ライン申請の導入の推進 項目2-18 

 

３．職員の時間の効果的活用 

（１）補助金・助成金申請の利便性向上 

団体・事業者向け補助金・助成金等の申 

請・受付等業務の効率化 項目3-13 

 

４．組織力の向上・人材の育成（専門性の向

上） 

（１）強固な組織・体制の構築 

管理部門の区職員派遣の適正化 項目5-8 

（２）災害等に対する危機管理体制の強化 

スポーツ施設の災害対策に資する機能の 

強化 項目5-17 
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